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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】電気特性が良好で信頼性の高い薄膜トランジス
タをスイッチング素子として用い信頼性の高い表示装置
を提供する。
【解決手段】表示装置は、トランジスタ４４０と、保持
容量と、トランジスタと電気的に接続される発光素子と
、を画素部に有し、トランジスタは、ゲート電極層４２
１ａと、ゲート電極層上の第１の絶縁層４０２と、第１
の絶縁層上に位置し、ＩｎとＧａとＺｎとを有する酸化
物半導体層４０４と、酸化物半導体層上に位置し、酸化
物半導体層の周縁及び側面を覆う第２の絶縁層４２６と
、第２の絶縁層上に位置し、酸化物半導体層と電気的に
接続されるソース電極層４４５ａ及びドレイン電極層４
４５ｂと、を有し、酸化物半導体層上に接し且つ第２の
絶縁層とは異なる第３の絶縁層４２７を有し、発光素子
は、第１電極と、前記第１電極上のＥＬ層と、前記ＥＬ
層上の第２電極とを有し、前記第２の絶縁層は、保持容
量と重なる領域を有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　トランジスタと、保持容量と、前記トランジスタと電気的に接続される発光素子と、を
画素部に有し、
　前記トランジスタは、
　　ゲート電極層と、
　　前記ゲート電極層上の第１の絶縁層と、
　　前記第１の絶縁層上に位置し、ＩｎとＧａとＺｎとを有する酸化物半導体層と、
　　前記酸化物半導体層上に位置し、前記酸化物半導体層の周縁及び前記酸化物半導体層
の側面を覆う第２の絶縁層と、
　　前記第２の絶縁層上に位置し、前記酸化物半導体層と電気的に接続されるソース電極
層及びドレイン電極層と、を有し、
　前記酸化物半導体層上に接し且つ前記第２の絶縁層とは異なる第３の絶縁層を有し、
　前記発光素子は、第１電極と、前記第１電極上のＥＬ層と、前記ＥＬ層上の第２電極と
を有し、
　前記第２の絶縁層は、前記保持容量と重なる領域を有する表示装置。
【請求項２】
　トランジスタと、保持容量と、前記トランジスタと電気的に接続される発光素子と、を
画素部に有し、
　前記トランジスタは、
　　ゲート電極層と、
　　前記ゲート電極層上の第１の絶縁層と、
　　前記第１の絶縁層上に位置し、ＩｎとＧａとＺｎとを有する酸化物半導体層と、
　　前記酸化物半導体層上に位置し、前記酸化物半導体層の周縁及び前記酸化物半導体層
の側面を覆う第２の絶縁層と、
　　前記第２の絶縁層上に位置し、前記酸化物半導体層と電気的に接続されるソース電極
層及びドレイン電極層と、を有し、
　前記酸化物半導体層上に接し且つ前記第２の絶縁層とは異なる第３の絶縁層を有し、
　前記発光素子は、第１電極と、前記第１電極上のＥＬ層と、前記ＥＬ層上の第２電極と
を有し、
　前記第２の絶縁層は、前記保持容量と重なる領域を有し、
　前記保持容量は、一方の電極として、前記ゲート電極層と同一面上に設けられ、且つ前
記ゲート電極層と同一材料を有する導電層を有する表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
酸化物半導体を用いる表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
近年、絶縁表面を有する基板上に形成された半導体薄膜（厚さ数～数百ｎｍ程度）を用い
て薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）を構成する技術が注目されている。薄膜トランジスタはＩ
Ｃや電気光学装置のような電子デバイスに広く応用され、特に画像表示装置のスイッチン
グ素子として開発が急がれている。金属酸化物は多様に存在しさまざまな用途に用いられ
ている。酸化インジウムはよく知られた材料であり、液晶ディスプレイなどで必要とされ
る透光性電極材料として用いられている。
【０００３】
金属酸化物の中には半導体特性を示すものがある。半導体特性を示す金属酸化物としては
、例えば、酸化タングステン、酸化スズ、酸化インジウム、酸化亜鉛などがあり、このよ
うな半導体特性を示す金属酸化物をチャネル形成領域とする薄膜トランジスタが既に知ら
れている（特許文献１及び特許文献２）。
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【０００４】
また、非晶質酸化物半導体を用いた薄膜トランジスタは、非晶質としては比較的電界効果
移動度が高い。そのため、当該薄膜トランジスタを用いて、表示装置などの駆動回路を構
成することもできる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００７－１２３８６１号公報
【特許文献２】特開２００７－９６０５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
表示装置等において、画素部（画素回路とも言う）と駆動回路部を同一基板上に形成する
場合、画素部に用いるトランジスタには、優れたスイッチング特性、例えばオンオフ比が
大きいことが要求され、駆動回路部に用いるトランジスタには高速動作が要求される。
【０００７】
特に、表示装置の画素密度が高い程、表示画像の書き込み時間を短くするため、駆動回路
部に用いるトランジスタは高速で動作することが好ましい。
【０００８】
本明細書で開示する本発明の一態様は、上記課題を解決するトランジスタ及び該トランジ
スタを含む表示装置に関する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
本明細書で開示する本発明の一態様は、ソース領域及びドレイン領域に酸化物導電層を含
み、且つ半導体層が酸化物半導体によって構成されたトランジスタである。また、当該ト
ランジスタを含んで構成される駆動回路部及び表示部（画素部とも言う）を同一基板上に
形成した表示装置である。
【００１０】
本明細書で開示する本発明の一態様は、ゲート電極層と、ゲート電極層上にゲート絶縁層
と、ゲート絶縁層上に酸化物半導体層と、ゲート絶縁層上に前記酸化物半導体層の一部と
重なる酸化物導電層と、酸化物導電層上にソース電極層及びドレイン電極層と、酸化物半
導体層と接する酸化物絶縁層と、を有し、酸化物導電層は結晶領域を有することを特徴と
するトランジスタである。
【００１１】
また、本明細書で開示する本発明の他の一態様は、ゲート電極層と、ゲート電極層上にゲ
ート絶縁層と、ゲート絶縁層上にソース電極層及びドレイン電極層と、ソース電極層及び
ドレイン電極層上に酸化物導電層と、ゲート絶縁層上に前記酸化物導電層の一部と重なる
酸化物半導体層と、酸化物半導体層と接する酸化物絶縁層と、を有し、酸化物導電層は結
晶領域を有することを特徴とするトランジスタである。
【００１２】
上記構成において、トランジスタのソース電極層及びドレイン電極層は、Ａｌ、Ｃｒ、Ｃ
ｕ、Ｔａ、Ｔｉ、Ｍｏ、Ｗから選ばれた金属元素を主成分とする膜、またはそれらの合金
膜を用いることができる。また、ソース電極層及びドレイン電極層は、上述した元素を含
む単層に限定されず、異なる膜の積層を用いることができる。
【００１３】
トランジスタのソース電極層及びドレイン電極層と酸化物半導体層のそれぞれの間に、酸
化物導電層を形成することで接触抵抗を低減することができ、高速動作が可能なトランジ
スタを実現できる。該酸化物導電層には、酸化インジウム、酸化インジウム酸化スズ合金
、酸化インジウム酸化亜鉛合金、酸化亜鉛、酸化亜鉛アルミニウム、酸窒化亜鉛アルミニ
ウム、または酸化亜鉛ガリウム等の結晶領域を有したものを用いることができる。
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【００１４】
また、上記構成において、酸化物絶縁層は、トランジスタのチャネル保護層として機能す
る。該酸化物絶縁層には、スパッタ法で形成される酸化珪素、窒化酸化珪素、酸化アルミ
ニウム、または酸化窒化アルミニウムなどを用いることができる。
【００１５】
また、本発明の一態様であるトランジスタを用いて、駆動回路部及び表示部（画素部とも
いう）を同一基板上に形成し、ＥＬ素子、液晶素子または電気泳動素子などを用いて表示
装置を作製することができる。
【００１６】
本明細書で開示する本発明の他の一態様は、同一基板上にトランジスタを有する画素部と
駆動回路部を有し、トランジスタは、基板上にゲート電極層と、ゲート電極層上にゲート
絶縁層と、ゲート絶縁層上に酸化物半導体層と、ゲート絶縁層上に前記酸化物半導体層の
一部と重なる酸化物導電層と、酸化物導電層上にソース電極層及びドレイン電極層と、酸
化物半導体層と接する酸化物絶縁層と、を有し、酸化物導電層は、結晶領域を有すること
を特徴とする表示装置である。
【００１７】
また、本明細書で開示する本発明の他の一態様は、同一基板上にトランジスタを有する画
素部と駆動回路部を有し、トランジスタは、基板上にゲート電極層と、ゲート電極層上に
ゲート絶縁層と、ゲート絶縁層上にソース電極層及びドレイン電極層と、ソース電極層及
びドレイン電極層上に酸化物導電層と、ゲート絶縁層上に前記酸化物導電層の一部と重な
る酸化物半導体層と、酸化物半導体層と接する酸化物絶縁層と、を有し、酸化物導電層は
、結晶領域を有することを特徴とする特徴とする表示装置である。
【００１８】
本発明の一態様である表示装置においては、画素部に複数のトランジスタを有し、画素部
においてもあるトランジスタのゲート電極と他のトランジスタのソース配線或いはドレイ
ン配線を接続させる箇所を有している。また、本発明の一態様である表示装置の駆動回路
部においては、トランジスタのゲート電極とそのトランジスタのソース配線或いはドレイ
ン配線を接続させる箇所を有している。
【００１９】
また、トランジスタは静電気などにより破壊されやすいため、ゲート線またはソース線に
対して、画素部のトランジスタを保護するための保護回路を同一基板上に設けることが好
ましい。保護回路は、酸化物半導体層を用いた非線形素子を用いて構成することが好まし
い。
【発明の効果】
【００２０】
ソース電極層及びドレイン電極層と酸化物半導体層のそれぞれの間に結晶領域を有する酸
化物導電層を用いることにより、電気特性が良好で信頼性の高いトランジスタを作製する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の一態様におけるトランジスタの断面工程図。
【図２】本発明の一態様におけるトランジスタの断面工程図。
【図３】本発明の一態様におけるトランジスタの断面工程図。
【図４】本発明の一態様における表示装置の断面図。
【図５】本発明の一態様における表示装置の断面図。
【図６】表示装置を説明する平面図及び断面図。
【図７】表示装置を説明する平面図及び断面図。
【図８】電子機器を示す図。
【図９】電子機器を示す図。
【図１０】電子機器を示す図。
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【図１１】水分のＴＤＳスペクトル。
【図１２】ＨのＴＤＳスペクトル。
【図１３】ＯのＴＤＳスペクトル。
【図１４】ＯＨのＴＤＳスペクトル。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
以下では、本発明の実施の形態について図面を用いて詳細に説明する。ただし、本発明は
以下の説明に限定されず、その形態および詳細を様々に変更し得ることは、当業者であれ
ば容易に理解される。また、本発明は以下に示す実施の形態の記載内容に限定して解釈さ
れるものではない。なお、本明細書中の図面において、同一部分または同様な機能を有す
る部分には同一の符号を付し、その説明は省略する場合がある。
【００２３】
（実施の形態１）
本実施の形態では、薄膜トランジスタ及びその作製方法の一形態を説明する。
【００２４】
図１（Ｅ）にチャネルエッチ型と呼ばれるボトムゲート構造の薄膜トランジスタ４４０の
断面図を示す。
【００２５】
薄膜トランジスタ４４０は、絶縁表面を有する基板４００上に、ゲート電極層４２１ａ、
ゲート絶縁層４０２、チャネル形成領域４４３を有する酸化物半導体層、ソース電極層４
４５ａ、及びドレイン電極層４４５ｂを有する。また、チャネル形成領域４４３、酸化物
導電層４４６ａ、４４６ｂ、ソース電極層４４５ａ、及びドレイン電極層４４５ｂ上には
絶縁層４２７及び保護絶縁層４２８が設けられる。
【００２６】
また、酸化物絶縁層４２６と重なる酸化物半導体層の第１領域４４４ｃ、第２領域４４４
ｄを設け、チャネル形成領域４４３と同じ酸素過剰な状態とし、リーク電流の低減や、寄
生容量を低減する機能を持たせても良い。
【００２７】
なお、第１、第２として付される序数詞は便宜上用いるものであり、工程順または積層順
を示すものではない。また、本明細書において発明を特定するための事項として固有の名
称を示すものではない。
【００２８】
ここで、酸化物導電層４４６ａ、４４６ｂは、結晶領域を有する導電率の高い材料からな
ると共に、酸化物半導体層とソース電極層４４５ａ及びドレイン電極層４４５ｂとの間の
接触抵抗を低減することができ、高速動作が可能な薄膜トランジスタを実現できる。
【００２９】
以下、図１（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）、（Ｄ）、（Ｅ）を用い、薄膜トランジスタ４４０を
作製する工程を説明する。
【００３０】
まず、絶縁表面を有する基板４００上に導電膜を形成した後、第１のフォトリソグラフィ
工程によりゲート電極層４２１ａを形成する。
【００３１】
なお、フォトリソグラフィ工程に用いるレジストマスクはインクジェット法で形成しても
よい。インクジェット法では、フォトマスクを使用しないため、製造コストを低減するこ
とができる。
【００３２】
ゲート電極層４２１ａを形成する導電膜としては、Ａｌ、Ｃｒ、Ｔａ、Ｔｉ、Ｍｏ、Ｗか
ら選ばれた元素、または上述した元素を成分とする合金、上述した元素を組み合わせた積
層膜等が挙げられる。また、金属酸化物等を用いても良い。
【００３３】
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基板４００としては、例えば、アルミノシリケートガラス、アルミノホウケイ酸ガラス、
バリウムホウケイ酸ガラスなどのガラス基板を用いることができる。また、後の加熱処理
の温度が高い場合には、歪み点が７３０℃以上のものを用いると良い。
【００３４】
なお、上記のガラス基板に代えて、セラミック基板、石英基板、サファイア基板などの絶
縁体でなる基板を用いても良い。
【００３５】
また、図示はしないが、下地膜となる絶縁層を基板４００とゲート電極層４２１ａの間に
設けてもよい。下地膜は、基板４００からの不純物元素の拡散を防止する機能があり、窒
化珪素膜、酸化珪素膜、窒化酸化珪素膜、または酸化窒化珪素膜から選ばれた膜の単層構
造、または上記複数の膜の積層構造により形成することができる。
【００３６】
次いで、ゲート電極層４２１ａ上にゲート絶縁層４０２を形成する。
【００３７】
ゲート絶縁層４０２には、酸化珪素層、窒化珪素層、酸化窒化珪素層または窒化酸化珪素
層等の透光性を有する絶縁膜を用いることができ、プラズマＣＶＤ法やスパッタ法等を用
いて形成する。また、ゲート絶縁層４０２は、上記絶縁膜の単層に限らず、異なる膜の積
層でも良い。例えば、成膜ガスとして、シラン（ＳｉＨ４）、酸素及び窒素を用いてプラ
ズマＣＶＤ法により酸化窒化珪素膜を形成することができる。ゲート絶縁層４０２の膜厚
は、１００ｎｍ以上５００ｎｍ以下とし、積層の場合は、例えば、膜厚５０ｎｍ以上２０
０ｎｍ以下の第１のゲート絶縁層を形成し、第１のゲート絶縁層上に膜厚５ｎｍ以上３０
０ｎｍ以下の第２のゲート絶縁層を形成する。
【００３８】
本実施の形態では、ゲート絶縁層４０２にプラズマＣＶＤ法で形成した膜厚１００ｎｍの
酸化窒化珪素層（ＳｉＯＮ（組成比Ｎ＜Ｏ））を用いる。
【００３９】
次いで、ゲート絶縁層４０２上に、膜厚５ｎｍ以上２００ｎｍ以下、好ましくは１０ｎｍ
以上２０ｎｍ以下の酸化物半導体膜をスパッタ法で形成する（図１（Ａ）参照）。酸化物
半導体膜の形成後に脱水化または脱水素化のための加熱処理を行っても酸化物半導体膜を
非晶質の状態にするため、膜厚を５０ｎｍ以下と薄くすることが好ましい。酸化物半導体
膜の膜厚を薄くすることで酸化物半導体層の形成後に加熱処理した場合に、結晶化してし
まうのを抑制することができる。
【００４０】
酸化物半導体膜としては、四元系金属酸化物であるＩｎ－Ｓｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系や、三
元系金属酸化物であるＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系、Ｉｎ－Ｓｎ－Ｚｎ－Ｏ系、Ｉｎ－Ａｌ－
Ｚｎ－Ｏ系、Ｓｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系、Ａｌ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系、Ｓｎ－Ａｌ－Ｚｎ－Ｏ
系や、二元系金属酸化物であるＩｎ－Ｚｎ－Ｏ系、Ｓｎ－Ｚｎ－Ｏ系、Ａｌ－Ｚｎ－Ｏ系
、Ｚｎ－Ｍｇ－Ｏ系、Ｓｎ－Ｍｇ－Ｏ系、Ｉｎ－Ｍｇ－Ｏ系や、Ｉｎ－Ｏ系、Ｓｎ－Ｏ系
、Ｚｎ－Ｏ系などの酸化物半導体膜を用いることができる。また、上記酸化物半導体膜に
ＳｉＯ２を含んでもよい。
【００４１】
また、酸化物半導体膜は、ＩｎＭＯ３（ＺｎＯ）ｍ（ｍ＞０）で表記される薄膜を用いる
ことができる。ここで、Ｍは、Ｇａ、Ａｌ、ＭｎおよびＣｏから選ばれた一または複数の
金属元素を示す。例えばＭとして、Ｇａ、Ｇａ及びＡｌ、Ｇａ及びＭｎ、またはＧａ及び
Ｃｏなどがある。ＩｎＭＯ３（ＺｎＯ）ｍ（ｍ＞０）で表記される構造の酸化物半導体膜
のうち、ＭとしてＧａを含む構造の酸化物半導体を、上記したＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系酸
化物半導体とよび、その薄膜をＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系膜ともよぶこととする。
【００４２】
本実施の形態では、酸化物半導体膜として、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物半導体成膜用
ターゲットを用いてスパッタ法により膜厚１５ｎｍのＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系膜を成膜す
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る。
【００４３】
Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系膜は、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物半導体ターゲット（Ｉｎ２

Ｏ３：Ｇａ２Ｏ３：ＺｎＯ＝１：１：１［ｍｏｌ数比］（すなわち、Ｉｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝
１：１：０．５［ａｔｏｍ比］））を用い、基板とターゲットの間との距離を１００ｍｍ
、圧力０．６Ｐａ、直流（ＤＣ）電力０．５ｋＷ、酸素（酸素流量比率１００％）雰囲気
下で成膜することができる。また、他にも、Ｉｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１：１：１［ａｔｏｍ比
］や、Ｉｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１：１：２［ａｔｏｍ比］の組成比を有するターゲットを用い
てもよい。これらのターゲットの充填率は９０％以上１００％以下、好ましくは９５％以
上９９．９％以下である。充填率の高い金属酸化物ターゲットを用いることにより、成膜
した酸化物半導体膜は緻密な膜となる。
【００４４】
スパッタ法にはスパッタ用電源に高周波電源を用いるＲＦスパッタ法、直流電源を用いる
ＤＣスパッタ法、さらにパルス的にバイアスを与えるパルスＤＣスパッタ法がある。ＲＦ
スパッタ法は主に絶縁層を成膜する場合に用いられ、ＤＣスパッタ法は主に金属膜を成膜
する場合に用いられる。
【００４５】
また、材料の異なるターゲットを複数設置できる多元スパッタ装置もある。多元スパッタ
装置は、同一チャンバーで異なる材料を積層成膜することや、同一チャンバーで複数種類
の材料を同時に放電させて成膜することができる。
【００４６】
また、成膜中にターゲット物質とスパッタガス成分とを化学反応させてそれらの化合物薄
膜を形成するリアクティブスパッタ法や、成膜中に基板にも電圧をかけるバイアススパッ
タ法などもある。
【００４７】
なお、酸化物半導体膜をスパッタ法により成膜する前に、アルゴンガスを導入してプラズ
マを発生させる逆スパッタを行い、ゲート絶縁層４０２の表面に付着しているゴミを除去
することが好ましい。逆スパッタとは、ターゲット側に電圧を印加せずに、アルゴン雰囲
気下で基板側にＲＦ電源を用いて電圧を印加し、イオン化したアルゴンを基板に衝突させ
て表面を改質する方法である。なお、アルゴンに代えて窒素、ヘリウム、酸素などを用い
てもよい。
【００４８】
また、酸化物半導体膜の成膜前に、不活性ガス雰囲気（窒素、ヘリウム、ネオン、または
アルゴン等）下において加熱処理（４００℃以上基板の歪み点未満）を行い、ゲート絶縁
層４０２内に含まれる水素及び水などの不純物を除去してもよい。
【００４９】
次いで、酸化物半導体膜を第２のフォトリソグラフィ工程により島状の酸化物半導体層４
０４に加工する（図１（Ｂ）参照）。また、島状の酸化物半導体層４０４を形成するため
のレジストマスクは、インクジェット法で形成してもよい。インクジェット法を用いるこ
とで、製造コストを低減することができる。
【００５０】
次いで、酸化物半導体層４０４の脱水化または脱水素化を行う。この脱水化または脱水素
化を行う第１の加熱処理は、電気炉等を用い、窒素、または希ガス（ヘリウム、ネオン、
アルゴン）等の不活性気体雰囲気下で、４００℃以上基板の歪点未満、好ましくは４２５
℃以上で行う。なお、４２５℃以上であれば熱処理時間は１時間以下でよいが、４２５℃
以下であれば加熱処理時間は、１時間よりも長時間行うこととする。その他の加熱方法と
しては、高温の不活性ガスや光を用いて６５０℃、３分間程度のＲＴＡ（Ｒａｐｉｄ　Ｔ
ｈｅｒｍａｌ　Ａｎｎｅａｌ）処理を行っても良い。ＲＴＡ法を用いれば、短時間に脱水
化または脱水素化が行えるため、ガラス基板の歪点を超える温度でも処理することができ
る。
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【００５１】
なお、本明細書では、窒素、または希ガス等の不活性気体雰囲気下での加熱処理を脱水化
または脱水素化のための加熱処理と呼ぶ。本明細書では、Ｈ２の脱離のみを脱水素化と呼
んでいるわけではなく、Ｈ、ＯＨなどの脱離も含めて脱水化または脱水素化と適宜呼ぶこ
ととする。
【００５２】
脱水化または脱水素化を行った酸化物半導体層は大気に触れさせることなく、水または水
素を再び混入させないことが重要である。脱水化または脱水素化を行い、ｉ型の酸化物半
導体層をｎ型化（ｎ－、ｎ＋など）、即ち低抵抗化させた後、再びｉ型として高抵抗化さ
せた酸化物半導体層を用いたトランジスタは、そのしきい値電圧値が正であり、所謂ノー
マリーオフ特性を示す。表示装置に用いるトランジスタは、ゲート電圧が０Ｖにできるだ
け近い正のしきい値電圧でチャネルが形成されることが好ましい。アクティブマトリクス
型の表示装置においては、回路を構成するトランジスタの電気特性が重要であり、この電
気特性が表示装置の性能を左右する。特に、トランジスタのしきい値電圧は重要である。
トランジスタのしきい値電圧値が負であると、ゲート電圧が０Ｖでもソース電極とドレイ
ン電極の間に電流が流れる、所謂ノーマリーオン特性となり、該トランジスタで構成した
回路を制御することが困難となる。また、しきい値電圧値が正であっても、その絶対値が
高いトランジスタの場合には、駆動電圧が足りずにスイッチング動作そのものができない
ことがある。ｎチャネル型のトランジスタの場合は、ゲート電圧に正の電圧を印加しては
じめてチャネルが形成されて、ドレイン電流が流れ出すトランジスタであることが望まし
い。駆動電圧を高くしないとチャネルが形成されないトランジスタや、負の電圧状態でも
チャネルが形成されてドレイン電流が流れるトランジスタは、回路に用いるトランジスタ
としては不向きである。
【００５３】
脱水化または脱水素化を行った温度から降温させる際の雰囲気は、昇温時または加熱処理
時の雰囲気と異なる雰囲気に切り替えてもよい。例えば、脱水化または脱水素化を行った
同じ炉で大気に触れさせることなく、炉の中を高純度の酸素ガス、Ｎ２Ｏガス、または超
乾燥エア（露点が－４０℃以下、好ましくは－６０℃以下）で満たして冷却を行うことが
できる。
【００５４】
なお、第１の加熱処理においては、窒素、またはヘリウム、ネオン、アルゴン等の希ガス
に、水や水素などが含まれないことが好ましい。ここで、加熱処理装置に導入する窒素、
またはヘリウム、ネオン、アルゴン等の希ガスの純度は、６Ｎ（９９．９９９９％）以上
、好ましくは７Ｎ（９９．９９９９９％）以上とすることが好ましい。
【００５５】
上記、不活性気体雰囲気下での加熱処理を行った場合、ｉ型であった酸化物半導体層は加
熱処理により酸素欠乏型となってｎ型化（ｎ－化など）、即ち低抵抗化する。その後、酸
化物半導体層に接する酸化物絶縁層の形成を行うことにより酸化物半導体層を酸素過剰な
状態とすることで高抵抗化、即ちｉ型化させているとも言える。これにより、電気特性が
良好で信頼性のよい薄膜トランジスタを作製することができる。
【００５６】
上記条件で脱水化または脱水素化を十分に行った酸化物半導体層は、昇温脱離ガス分析法
（ＴＤＳ：Ｔｈｅｒｍａｌ　Ｄｅｓｏｒｐｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ）で４５
０℃まで昇温しても水分の脱離を示すスペクトルに２つのピーク、少なくとも２５０～３
００℃付近に現れる１つのピークは検出されない。
【００５７】
窒素雰囲気下での加熱処理温度の条件を振った複数の試料について、昇温脱離ガス分析法
を用いて脱離する水分を分析した結果を図１１に示す。
【００５８】
昇温脱離ガス分析法は、試料を高真空中で加熱・昇温中に試料から脱離、発生するガス成
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分を四重極質量分析計で検出し、同定する方法であり、試料表面、内部から脱離するガス
及び分子が観察できる。電子科学株式会社製の昇温脱離分析装置（製品名：ＥＭＤ－ＷＡ
１０００Ｓ）を用い、測定条件は、昇温約１０℃／分とし、１×１０－８（Ｐａ）から測
定を開始して、測定中は約１×１０－７（Ｐａ）の真空度とした。
【００５９】
図１１は、ガラス基板上の膜厚５０ｎｍのＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系膜を準備し、非加熱（
ａｓ－ｄｅｐｏ）、２５０℃１時間、３５０℃１時間、３５０℃１０時間、４５０℃１時
間でそれぞれ処理した試料とガラス基板単体（非加熱）の試料を作製し、水分についての
ＴＤＳ測定結果を比較したグラフである。図１１の結果から、窒素雰囲気での加熱温度が
高ければ高いほど、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系膜中から脱離する水分が低減され、４５０℃
の加熱試料では、水分の脱離を示すスペクトルにおいては、２００℃～３５０℃の間にピ
ークは観察されていないことがわかる。
【００６０】
Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系膜中から２００℃以上の高温で脱離する水分を示すスペクトルの
ピークは２つあり、２００℃～２５０℃の間に現れる第１のピークと、２５０～３５０℃
の間に現れる第２のピークが観測される。２００℃～２５０℃の間に現れる第１のピーク
は、２５０℃で加熱処理をした試料以外は明瞭でないが、ａｓ－ｄｅｐｏの試料では２つ
のピークが重なり、見かけ上１つのピークを持つスペクトルとなっているためである。ま
た、３５０℃で加熱処理をしたサンプルでは、水分がある程度放出されており、第１のピ
ークは、ほとんど消失しているためである。これらは、各スペクトルのピーク位置からの
対称性及びピーク位置の高温側へのシフトからも確認できる。
【００６１】
また、図１１のグラフの縦軸は任意単位であり、脱離ガスの有無を相対的に見たものであ
る。このスペクトルの形状は、被測定物の面積や体積にかかわらず加熱処理に対して同様
の変化を示すことから、プロセスモニターとしてのその場観察や不良解析の手段としても
有効に用いることができる。すなわち、２００～３５０℃の温度範囲におけるピークの有
無を調べることで、適切なプロセスが施されたか否かの履歴の確認を行うことができる。
【００６２】
なお、窒素雰囲気中で４５０℃の加熱処理を行った試料は、その後、室温で大気中に１週
間程度放置しても２００℃以上で脱離する水分は観測されず、加熱処理によって、Ｉｎ－
Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系膜が安定化することが判明している。
【００６３】
また、水分の脱離を測定した試料と同条件で加熱工程を経た試料を用い、昇温脱離ガス分
析法により、Ｈ２Ｏの他にＨ、Ｏ、ＯＨ、Ｈ２、Ｏ２、Ｎ、Ｎ２、及びＡｒのそれぞれに
ついて測定を行ったところ、Ｈ、Ｏ、及びＯＨについては、それぞれの脱離を示すスペク
トルが観測できた。図１２にＨのＴＤＳスペクトル、図１３はＯのＴＤＳスペクトル、図
１４にはＯＨのＴＤＳスペクトルを示す。それぞれのスペクトルにガラス基板単体（非加
熱）の測定結果を加えて比較している。なお、上記加熱条件における窒素雰囲気中の酸素
濃度は、２０ｐｐｍ以下である。
【００６４】
Ｈ、Ｏ、及びＯＨの脱離を示すスペクトルは、水分の脱離を示すスペクトルとほぼ同様の
傾向を示しており、４５０℃の加熱試料においては、２５０～３００℃付近に現れる各脱
離成分を示すピークは観察されていないことがわかる。
【００６５】
以上の結果より、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系膜の加熱処理を行うことにより、水分、Ｈ、Ｏ
及びＯＨが放出されることがわかる。Ｈ、Ｏ及びＯＨの脱離の様子は、水分の脱離の様子
と同様の傾向を示していることから、そのほとんどは水分子に由来したものであると言え
る。
【００６６】
ここで、本実施の形態では加熱処理装置の一つである電気炉に基板を導入し、酸化物半導
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体層に対して窒素雰囲気下において加熱処理を行った後、大気に触れることなく、酸化物
半導体層への水や水素の再混入を防ぎ、酸化物半導体層を得る。また、酸化物半導体層の
脱水化または脱水素化を行う加熱温度Ｔから、再び水が入らないような十分な温度まで同
じ炉を用い、具体的には加熱温度Ｔよりも１００℃以上下がるまで窒素雰囲気下で徐冷す
る。また、窒素雰囲気に限定されず、ヘリウム、ネオン、アルゴン等の希ガス雰囲気下に
おいて脱水化または脱水素化を行う。
【００６７】
また、第１の加熱処理の条件、または酸化物半導体層の材料によっては、酸化物半導体層
の一部が結晶化することがある。第１の加熱処理後は、酸素欠乏型となって低抵抗化した
酸化物半導体層４０４となる（図１（Ｂ）参照）。第１の加熱処理後は、成膜直後の酸化
物半導体膜よりもキャリア濃度が高まり、好ましくは１×１０１８／ｃｍ３以上のキャリ
ア濃度を有する酸化物半導体層４０４となる。なお、酸化物半導体層は非晶質状態である
ことが好ましいが、一部が結晶化していてもよい。なお、本明細書では、酸化物半導体層
において一部が結晶化した状態であっても非晶質と表現する。
【００６８】
また、第１の加熱処理の条件、またはゲート電極層４２１ａの材料によっては、ゲート電
極層４２１ａは結晶化し、微結晶膜または多結晶膜となる場合もある。例えば、ゲート電
極層４２１ａとして、酸化インジウム酸化スズ合金膜を用いる場合は４５０℃１時間の第
１の熱処理で結晶化することがある。
【００６９】
また、酸化物半導体層の第１の加熱処理は、島状の酸化物半導体層に加工する前の酸化物
半導体膜に行うこともできる。その場合には、第１の加熱処理後に、加熱装置から基板を
取り出し、第２のフォトリソグラフィ工程を行う。
【００７０】
次いで、ゲート絶縁層４０２、及び酸化物半導体層４０４上に、スパッタ法で酸化物絶縁
膜を形成した後、第３のフォトリソグラフィ工程によりレジストマスクを形成し、選択的
にエッチングを行って酸化物絶縁層４２６を形成し、その後レジストマスクを除去する工
程を行っても良い。この段階で酸化物半導体層の周縁及び側面を覆う酸化物絶縁層４２６
と重なる領域（酸化物半導体層の第１領域４４４ｃ、第２領域４４４ｄ）が形成され、リ
ーク電流や寄生容量を低減させることができる（図１（Ｅ）参照）。
【００７１】
酸化物絶縁層４２６は、少なくとも１ｎｍ以上の膜厚とし、上述した酸化物絶縁層に水、
水素等の不純物を混入させない方法を適宜用いて形成することができる。本実施の形態で
は、スパッタ法で成膜した酸化珪素膜で酸化物絶縁層４２６を形成する。
【００７２】
成膜時の基板温度は、室温以上３００℃以下とすればよく、本実施の形態では１００℃と
する。酸化珪素膜のスパッタ法による成膜は、希ガス（代表的にはアルゴン）雰囲気下、
酸素雰囲気下、または希ガス（代表的にはアルゴン）及び酸素混合雰囲気下において行う
ことができる。
【００７３】
また、ターゲットとして酸化珪素ターゲットまたは珪素ターゲットを用いることができる
。例えば、珪素ターゲットを用いて、酸素、及び希ガス雰囲気下でスパッタを行うことに
より酸化珪素膜を形成することができる。低抵抗化した酸化物半導体層に接して形成する
酸化物絶縁層は、水分や、水素イオンや、ＯＨ－などの不純物を含まず、これらの外部か
らの侵入をブロックすることのできる無機絶縁膜を用いると良い。代表的には酸化珪素膜
、窒化酸化珪素膜、酸化アルミニウム膜、または酸化窒化アルミニウム膜などを用いるこ
とができる。
【００７４】
本実施の形態では、ホウ素を添加した柱状多結晶珪素ターゲット（抵抗率０．０１Ωｃｍ
、純度６Ｎ）を用い、基板とターゲットの間との距離（Ｔ－Ｓ間距離）を８９ｍｍ、圧力



(11) JP 2020-3798 A 2020.1.9

10

20

30

40

50

０．４Ｐａ、直流（ＤＣ）電力６ｋＷ、酸素（酸素流量比率１００％）雰囲気下でパルス
ＤＣスパッタ法により成膜する。膜厚は３００ｎｍとする。
【００７５】
次いで、ゲート絶縁層４０２、酸化物絶縁層４２６、及び酸化物半導体層４０４上に、酸
化物導電膜と金属膜の積層を形成する。スパッタ法を用いれば、酸化物導電膜と金属膜の
積層を大気に触れることなく連続的に成膜を行うことができる。
【００７６】
酸化物導電膜としては、例えばＩｎ－Ｓｎ－Ｏ系、Ｉｎ－Ｓｎ－Ｚｎ－Ｏ系、Ｉｎ－Ａｌ
－Ｚｎ－Ｏ系、Ｓｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系、Ａｌ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系、Ｓｎ－Ａｌ－Ｚｎ－
Ｏ系、Ｉｎ－Ｚｎ－Ｏ系、Ｓｎ－Ｚｎ－Ｏ系、Ａｌ－Ｚｎ－Ｏ系、Ｉｎ－Ｏ系、Ｓｎ－Ｏ
系、またはＺｎ－Ｏ系の導電性の金属酸化物を用いることができ、膜厚は５０ｎｍ以上３
００ｎｍ以下の範囲内で適宜選択する。本実施の形態では酸化亜鉛膜を用いる。
【００７７】
また、金属膜としては、Ｔｉ、Ｍｏ、Ｗ、Ａｌ、Ｃｒ、Ｃｕ、及びＴａから選ばれた元素
、または上述した元素を成分とする合金等を用いる。また、上述した金属膜は単層に限定
されず、異なる膜の積層を用いることができる。本実施の形態ではモリブデン膜とアルミ
ニウム膜とモリブデン膜とを積層した三層積層膜を用いる。
【００７８】
次いで、第４のフォトリソグラフィ工程によりレジストマスクを形成し、金属膜を選択的
にエッチングしてソース電極層４４５ａ、ドレイン電極層４４５ｂを形成した後、レジス
トマスクを除去する。なお、レジストマスクを除去するために用いられるレジスト剥離液
はアルカリ性溶液であり、レジスト剥離液を用いる場合は、ソース電極層４４５ａ、ドレ
イン電極層４４５ｂをマスクとして酸化亜鉛膜も選択的にエッチングされる。
【００７９】
この様にして、ソース電極層４４５ａの下に接して酸化物導電層４４６ａが形成され、ド
レイン電極層４４５ｂの下に接して酸化物導電層４４６ｂが形成される（図１（Ｄ）参照
）。
【００８０】
ソース電極層４４５ａと酸化物半導体層との間に酸化物導電層４４６ａを設けることによ
って接触抵抗を下げ、低抵抗化を図ることができ、高速動作が可能な薄膜トランジスタを
実現できる。ソース電極層４４５ａと酸化物半導体層との間に設けられる酸化物導電層４
４６ａはソース領域として機能し、ドレイン電極層４４５ｂと酸化物半導体層との間に設
けられる酸化物導電層４４６ｂはドレイン領域として機能するため、例えば、同一基板上
に周辺回路（駆動回路）を形成する場合などでは、周波数特性を向上させることができる
。
【００８１】
また、モリブデン膜は、酸化物半導体層に接すると接触抵抗が高くなる問題がある。これ
は、Ｔｉに比べＭｏは酸化しにくいため酸化物半導体層から酸素を引き抜く作用が弱く、
Ｍｏと酸化物半導体層の接触界面がｎ型化しないためである。しかし、この様な場合でも
、酸化物半導体層とソース電極層またはドレイン電極層との間に酸化物導電層を介在させ
ることで接触抵抗を低減することができる。
【００８２】
なお、酸化物半導体層と酸化物導電層はエッチング速度に差があるため、酸化物半導体層
上に接する酸化物導電層は、時間制御で除去することができる。
【００８３】
また、金属膜を選択的にエッチングした後、酸素アッシング処理でレジストマスクを除去
して、酸化亜鉛膜を残存させた後、ソース電極層４４５ａ、ドレイン電極層４４５ｂ、を
マスクとして酸化亜鉛膜を選択的にエッチングしてもよい。
【００８４】
また、ソース電極層４４５ａ、ドレイン電極層４４５ｂを形成するためのレジストマスク
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をインクジェット法で形成してもよい。
【００８５】
次いで、酸化物絶縁層４２６、ソース電極層４４５ａ、ドレイン電極層４４５ｂ、酸化物
半導体層４０４上に絶縁層４２７を形成する。絶縁層４２７としては、酸化珪素膜、窒化
酸化珪素膜、酸化アルミニウム膜、または酸化窒化アルミニウムなどを用いる。本実施の
形態では、ＲＦスパッタ法を用いて酸化珪素膜を絶縁層４２７として形成する。
【００８６】
この段階で、窒素ガス等の不活性ガス雰囲気下、２００℃以上４００℃以下、好ましくは
２５０℃以上３５０℃以下で第２の加熱処理を行う。例えば、窒素雰囲気下で２５０℃、
１時間の加熱処理を行う。
【００８７】
第２の加熱処理では、酸化物である絶縁層４２７と酸化物半導体層４０４の一部が接した
状態で加熱される。このため、第１の加熱処理で低抵抗化された酸化物半導体層４０４は
、絶縁層４２７から酸素が供給されて酸素過剰な状態となり、高抵抗化（ｉ型化）される
。
【００８８】
本実施の形態では、酸化珪素膜成膜後に第２の加熱処理を行ったが、加熱処理のタイミン
グは酸化珪素膜成膜以降であれば問題なく、酸化珪素膜成膜直後に限定されるものではな
い。
【００８９】
また、ソース電極層４４５ａ及びドレイン電極層４４５ｂに耐熱性のある材料を用いる場
合には、第２の加熱処理のタイミングで、第１の加熱処理条件を用いた工程を行うことが
できる。この場合、加熱処理は酸化珪素膜成膜後の１回のみとすることも可能である。
【００９０】
この第２の加熱処理において、酸化物導電層４４６ａ、４４６ｂに酸化珪素のような結晶
化阻害物質が含まれていない限り、酸化物導電層４４６ａ、４４６ｂは結晶化し、結晶領
域を有するようになる。例えば、酸化物導電層に酸化亜鉛等を用いると柱状結晶になりや
すく、酸化インジウム酸化スズ合金等の場合は、微結晶状態となりやすい。その結果、導
電率が向上するとともに、酸化物半導体層とソース電極層４４５ａ及びドレイン電極層４
４５ｂとの間の接触抵抗の低減が図られる。一方、第２の加熱処理においても本実施の形
態で用いるＩｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ系酸化物半導体層は結晶化せず、非晶質状態を維持する
。
【００９１】
次いで、絶縁層４２７上に保護絶縁層４２８を形成する（図１（Ｅ）参照）。保護絶縁層
４２８としては、窒化珪素膜、窒化酸化珪素膜、または窒化アルミニウムなどを用いるこ
とができる。本実施の形態では、ＲＦスパッタ法を用いて窒化珪素膜を保護絶縁層４２８
として形成する。
【００９２】
以上の工程により、酸化物半導体層とソース電極層との間及び酸化物半導体層とドレイン
電極層との間に、結晶領域を有する酸化物導電層を有した薄膜トランジスタ４４０を作製
することができる。
【００９３】
なお、本実施の形態は他の実施の形態と自由に組み合わせることができる。
【００９４】
（実施の形態２）
本実施の形態では、ボトムコンタクト型の薄膜トランジスタ及びその作製工程として、実
施の形態１と異なる例を図２を用いて説明する。図２は、図１と工程が一部異なる点以外
は同じであるため、薄膜トランジスタの構成において、同じ部位を示す部分には同じ符号
を用い、同部位の詳細な説明は省略する。
【００９５】
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図２（Ｅ）に示す薄膜トランジスタ４７０は、ボトムコンタクト型と呼ばれるボトムゲー
ト構造の一つである。
【００９６】
薄膜トランジスタ４７０は絶縁表面を有する基板４００上に、ゲート電極層４２１ａ、ゲ
ート絶縁層４０２、ソース電極層４４５ａ、ドレイン電極層４４５ｂ、酸化物導電層４４
６ａ、４４６ｂ、及びチャネル形成領域４４３を有する酸化物半導体層を含む。また、チ
ャネル形成領域４４３、ソース電極層４４５ａ、及びドレイン電極層４４５ｂ上には絶縁
層４２７及び保護絶縁層４２８が設けられる。
【００９７】
ここで、酸化物導電層４４６ａ、４４６ｂは、結晶領域を有する導電率の高い材料からな
ると共に、酸化物半導体層とソース電極層４４５ａ及びドレイン電極層４４５ｂとの間の
接触抵抗を低減することができ、高速動作が可能な薄膜トランジスタを実現できる。
【００９８】
以下、図２（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）、（Ｄ）、（Ｅ）を用い、薄膜トランジスタ４７０を
作製する工程を説明する。
【００９９】
実施の形態１に従って、ゲート電極層４２１ａ、ゲート絶縁層４０２を形成する。
【０１００】
次いで、ゲート絶縁層４０２上に、金属膜と酸化物導電膜の積層を形成する（図２（Ａ）
参照）。このとき、スパッタ法を用いれば、金属膜と酸化物導電膜の積層を大気に触れる
ことなく連続的に成膜することができる。本実施の形態では、金属膜にモリブデン膜とア
ルミニウム膜とモリブデン膜を積層した三層積層膜、酸化物導電膜に酸化亜鉛膜を用いる
。
【０１０１】
次いで、フォトリソグラフィ工程によりレジストマスクを形成し、酸化亜鉛膜、金属膜を
選択的にエッチングして、ソース電極層４４５ａ、ドレイン電極層４４５ｂ、酸化物導電
層４４６ａ、及び酸化物導電層４４６ｂを形成する（図２（Ｂ）参照）。ここで、レジス
トマスクを除去するために用いられるレジスト剥離液はアルカリ性溶液であり、酸化亜鉛
膜がエッチングされることもあるため、酸化亜鉛膜が薄膜化するのを防ぐため、酸素アッ
シングでレジストを除去することが好ましい。
【０１０２】
次いで、実施の形態１と同様に酸化物半導体膜を形成し、フォトリソグラフィ工程及びエ
ッチング工程にて酸化物半導体層４０４を形成する（図２（Ｃ）参照）。
【０１０３】
ここで、実施の形態１で説明した第１の加熱処理の方法に従って、酸化物半導体層の脱水
化または脱水素化を行う。
【０１０４】
なお、酸化物半導体膜の成膜前に、不活性ガス雰囲気（窒素、ヘリウム、ネオン、または
アルゴン等）下において加熱処理（４００℃以上基板の歪み点未満）を行い、ゲート絶縁
層４０２に含まれる水素及び水などの不純物を除去したゲート絶縁層としてもよい。
【０１０５】
次いで、ソース電極層４４５ａ、ドレイン電極層４４５ｂ、酸化物半導体層４０４上に絶
縁層４２７を形成する（図２（Ｄ）参照）。絶縁層４２７としては、酸化珪素膜、窒化酸
化珪素膜、酸化アルミニウム膜、または酸化窒化アルミニウムなどを用いる。本実施の形
態では、ＲＦスパッタ法を用いて酸化珪素膜を絶縁層４２７として形成する。
【０１０６】
ここで、実施の形態１で説明した第２の加熱処理の方法に従って、加熱処理を行う。
【０１０７】
本実施の形態では、酸化珪素膜成膜後に第２の加熱処理を行ったが、加熱処理のタイミン
グは酸化珪素膜成膜以降であれば問題なく、酸化珪素膜成膜直後に限定されるものではな
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い。
【０１０８】
また、ソース電極層４４５ａ及びドレイン電極層４４５ｂに耐熱性のある材料を用いる場
合には、第２の加熱処理のタイミングで、第１の加熱処理条件を用いた工程を行うことが
できる。
【０１０９】
ここまでのいずれか一つの加熱処理工程を経れば、酸化物導電層４４６ａ、４４６ｂに酸
化珪素のような結晶化阻害物質が含まれていない限り、酸化物導電層４４６ａ、４４６ｂ
は結晶化し、結晶領域を有するようになる。もちろん、複数回の加熱工程を経ても良い。
一方で、複数回の加熱処理によっても酸化物半導体層は結晶化せず、非晶質状態を維持す
る。
【０１１０】
次いで、絶縁層４２７上に保護絶縁層４２８を形成する（図２（Ｅ）参照）。
【０１１１】
以上の工程により、酸化物半導体層とソース電極層との間及び酸化物半導体層とドレイン
電極層との間に、結晶領域を有する酸化物導電層を有した薄膜トランジスタ４７０を作製
することができる。
【０１１２】
なお、本実施の形態は他の実施の形態と自由に組み合わせることができる。
【０１１３】
（実施の形態３）
本実施の形態では、ボトムコンタクト型の薄膜トランジスタ及びその作製工程として、実
施の形態１及び２と異なる例について図３を用いて説明する。なお、図３は、図１と工程
が一部異なる点以外は同じであるため、薄膜トランジスタの構成において、同じ部位を示
す部分には同じ符号を用い、同部位の詳細な説明は省略する。
【０１１４】
図３（Ｅ）にチャネル保護型と呼ばれるボトムゲート構造の薄膜トランジスタ４８０の断
面図を示す。
【０１１５】
薄膜トランジスタ４８０は、絶縁表面を有する基板４００上に、ゲート電極層４２１ａ、
ゲート絶縁層４０２、酸化物半導体層、酸化物導電層４４６ａ、４４６ｂ、ソース電極層
４４５ａ、及びドレイン電極層４４５ｂを含む。ここで、酸化物半導体層には、チャネル
形成領域４４３、高抵抗ソース領域４２４ａ、及び高抵抗ドレイン領域４２４ｂが含まれ
る。また、チャネル形成領域４４３に接してチャネル保護層として機能する酸化物絶縁層
４２６ａが設けられている。また、ソース電極層４４５ａ、及びドレイン電極層４４５ｂ
、酸化物絶縁層４２６ａ、酸化物半導体層４０４上には保護絶縁層４２８が設けられる。
【０１１６】
酸化物絶縁層４２６ｂと重なる酸化物半導体層の第１領域４２４ｃ、第２領域４２４ｄは
、チャネル形成領域４４３と同じ酸素過剰な状態であり、リーク電流の低減や、寄生容量
を低減する機能も果たしている。
【０１１７】
保護絶縁層４２８と接する酸化物半導体層の第３領域４２４ｅは、チャネル形成領域４４
３と高抵抗ソース領域４２４ａの間に設けられる。また、保護絶縁層４２８と接する酸化
物半導体層の第４領域４２４ｆは、チャネル形成領域４４３と高抵抗ドレイン領域４２４
ｂの間に設けられる。
【０１１８】
酸化物導電層４４６ａ、４４６ｂは、結晶領域を有する導電率の高い材料からなると共に
、酸化物半導体層とソース電極層４４５ａ及びドレイン電極層４４５ｂとの間の接触抵抗
を低減することができ、高速動作が可能な薄膜トランジスタを実現できる。
【０１１９】
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酸化物半導体層の第３領域４２４ｅ及び第４の領域４２４ｆには、酸素欠乏型である高抵
抗ソース領域（ＨＲＳ（Ｈｉｇｈ　Ｒｅｓｉｓｔａｎｃｅ　Ｓｏｕｒｃｅ）領域とも呼ぶ
）及び、高抵抗ドレイン領域（ＨＲＤ（Ｈｉｇｈ　Ｒｅｓｉｓｔａｎｃｅ　Ｄｒａｉｎ）
領域とも呼ぶ）が形成される。具体的には、高抵抗ドレイン領域のキャリア濃度は、１×
１０１８／ｃｍ３以上の範囲内であり、少なくともチャネル形成領域のキャリア濃度（１
×１０１８／ｃｍ３未満）よりも高い領域である。
【０１２０】
なお、本実施の形態のキャリア濃度は、室温にてＨａｌｌ効果測定から求めたキャリア濃
度の値を指す。この第３の領域及び第４の領域のチャネル長方向の幅を広くすれば、薄膜
トランジスタのオフ電流の低減を図ることができる。また、この第３の領域及び第４の領
域のチャネル長方向の幅を狭くすれば、薄膜トランジスタの動作速度の高速化を図ること
ができる。
【０１２１】
チャネル保護型の薄膜トランジスタは、チャネル保護層として機能する酸化物絶縁層の幅
を狭くすることで実質的なチャネル長Ｌを短くすることが容易に可能となるが、該酸化物
絶縁層上にソース電極層及びドレイン電極層を設けると短絡する恐れがある。従って、該
酸化物絶縁層から端部を離してソース電極層４４５ａ及びドレイン電極層４４５ｂを設け
る構成としている。
【０１２２】
また、図３（Ｅ）ではチャネル保護層として機能する酸化物絶縁層４２６ａ直下の酸化物
半導体層の領域をチャネル形成領域と呼ぶこととする。従って、薄膜トランジスタ４８０
のチャネル長Ｌは、酸化物絶縁層４２６ａのチャネル長方向の幅と等しく、図３（Ｅ）に
示す断面図においては、台形で示された酸化物絶縁層４２６ａの底辺の長さに対応する。
【０１２３】
次に、図３（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）、（Ｄ）、（Ｅ）を用い、薄膜トランジスタ４８０を
作製する工程を説明する。
【０１２４】
実施の形態１に従って、ゲート電極層４２１ａ、ゲート絶縁層４０２を形成する（図３（
Ａ）参照）。
【０１２５】
次いで、実施の形態１と同様に酸化物半導体膜を形成し、フォトリソグラフィ工程及びエ
ッチング工程にて島状の酸化物半導体層４０４を形成する（図３（Ｂ）参照）。
【０１２６】
なお、酸化物半導体膜の成膜前に、不活性ガス雰囲気（窒素、ヘリウム、ネオン、または
アルゴン等）下において加熱処理（４００℃以上基板の歪み点未満）を行い、ゲート絶縁
層４０２に含まれる水素及び水などの不純物を除去したゲート絶縁層としてもよい。
【０１２７】
ここで、実施の形態１で説明した第１の加熱処理の方法に従って、酸化物半導体層の脱水
化または脱水素化を行う。
【０１２８】
また、酸化物半導体層の第１の加熱処理は、島状の酸化物半導体層に加工する前の酸化物
半導体膜に行うこともできる。
【０１２９】
次いで、ゲート絶縁層４０２上、及び酸化物半導体層４０４上に、実施の形態１と同様に
スパッタ法で酸化物絶縁膜を形成した後、フォトリソグラフィ工程によりレジストマスク
を形成し、選択的にエッチングを行って酸化物絶縁層４２６ａ、４２６ｂを形成し、その
後レジストマスクを除去する。ここで、酸化物絶縁層４２６ａ直下の酸化物半導体層の領
域がチャネル形成領域となる（図３（Ｃ）参照）。
【０１３０】
次いで、実施の形態１と同様に酸化物絶縁層４２６ａ、４２６ｂ、及び酸化物半導体層上
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に、酸化物導電膜と金属膜の積層を形成し、部分的にエッチングしてソース電極層４４５
ａ、ドレイン電極層４４５ｂ、酸化物導電層４４６ａ、４４６ｂを形成する。スパッタ法
を用いれば、金属膜と酸化物導電膜の積層を大気に触れることなく連続的に成膜を行うこ
とができる。本実施の形態では、金属膜にモリブデン膜とアルミニウム膜とモリブデン膜
とを積層した三層積層膜、酸化物導電膜に酸化亜鉛膜を用いる。（図３（Ｄ）参照）。
【０１３１】
次いで、窒素ガス等の不活性ガス雰囲気下、２００℃以上４００℃以下、好ましくは２５
０℃以上３５０℃以下で第２の加熱処理を行う。例えば、窒素雰囲気下で２５０℃、１時
間の加熱処理を行う。
【０１３２】
第２の加熱処理では、酸化物半導体層４０４の一部が酸化物絶縁層４２６ａ、４２６ｂと
接した状態で加熱される。このため、第１の加熱処理で低抵抗化された酸化物半導体層４
０４は、酸化物絶縁層４２６ａ、４２６ｂから酸素が供給されて酸素過剰な状態となり、
高抵抗化（ｉ型化）される。
【０１３３】
一方、酸化物絶縁層４２６ａ、４２６ｂと重ならない酸化物半導体層４０４の一部は露出
した状態で加熱されるため、低抵抗が維持、または更に低抵抗化した第３の領域４２４ｅ
及び第４の領域４２４ｆを形成することができる。
【０１３４】
なお、本形態では酸化物絶縁層４２６ａ、４２６ｂの形成後に第２の加熱処理を行ったが
、そのタイミングは酸化物絶縁層４２６ａ、４２６ｂの形成以降であれば問題なく、酸化
物絶縁層４２６ａ、４２６ｂの形成直後に限定されるものではない。
【０１３５】
この第２の加熱処理において、酸化物導電層４４６ａ、４４６ｂに酸化珪素のような結晶
化阻害物質が含まれていない限り、酸化物導電層４４６ａ、４４６ｂは結晶化し、結晶領
域を有するようになる。一方で、第２の加熱処理によっても酸化物半導体層は結晶化せず
、非晶質状態を維持する。
【０１３６】
次いで、酸化物半導体層４０４、酸化物絶縁層４２６ａ、４２６ｂ、ソース電極層４４５
ａ、ドレイン電極層４４５ｂ上に保護絶縁層４２８を形成する（図３（Ｅ）参照）。保護
絶縁層４２８としては、窒化珪素膜、窒化酸化珪素膜、または窒化アルミニウムなどを用
いる。本実施の形態では、ＲＦスパッタ法を用いて窒化珪素膜の保護絶縁層４２８を形成
する。
【０１３７】
以上の工程により、酸化物半導体層とソース電極層との間及び酸化物半導体層とドレイン
電極層との間に、結晶領域を有する酸化物導電層を有した薄膜トランジスタ４８０を作製
することができる。
【０１３８】
なお、本実施の形態は他の実施の形態と自由に組み合わせることができる。
【０１３９】
（実施の形態４）
本実施の形態では、実施の形態１、２及び３に示した薄膜トランジスタを用いて同一基板
上にアクティブマトリクス型の液晶表示装置、または発光装置を作製する一例を示す。
【０１４０】
アクティブマトリクス基板を用いた液晶表示装置の断面構造の一例を図４に示す。
【０１４１】
実施の形態１、２及び３では、薄膜トランジスタの形態について断面図を示したが、本実
施の形態では、同一基板上に駆動回路部及び画素部を有する構成について、駆動回路部用
の薄膜トランジスタ４５０、画素部用の薄膜トランジスタ４６０、ゲート配線コンタクト
部、保持容量、ゲート配線とソース配線及びその交差部、画素電極等を図示して説明する
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。保持容量、ゲート配線、ソース配線は、実施の形態１及び２に示す薄膜トランジスタの
作製工程と同じ工程で形成することができ、フォトマスク枚数の増加や、工程数が増加す
ることなく作製することができる。
【０１４２】
図４において、薄膜トランジスタ４５０は、駆動回路部に設けられる薄膜トランジスタで
あり、画素電極層４５７ａと電気的に接続する薄膜トランジスタ４６０は、画素部に設け
られる薄膜トランジスタである。
【０１４３】
基板４００上に形成される薄膜トランジスタ４６０として、本実施の形態では、実施の形
態１、２及び３の薄膜トランジスタと同じ構造を用いる。ここでは、例としてチャネルエ
ッチ型の薄膜トランジスタを示す。
【０１４４】
薄膜トランジスタ４６０のゲート電極層と同じ材料、及び同じ工程で形成される容量配線
層４３０は、誘電体となるゲート絶縁層４０２を介して容量電極層４３１と重なり、保持
容量を形成する。なお、容量電極層４３１は、薄膜トランジスタ４６０のソース領域また
はドレイン領域に設けられた電極層及び酸化物導電層と同じ材料、及び同じ工程で形成さ
れる。
【０１４５】
なお、保持容量は、画素電極層４５７ａの下方に設けられる。図示はされていないが、容
量電極層４３１が画素電極層４５７ａと電気的に接続される。
【０１４６】
本実施の形態では、容量電極層４３１、及び容量配線層４３０を用いて保持容量を形成す
る例を示したが、保持容量を形成する構造については特に限定されない。例えば、容量配
線層を設けず、画素電極を隣り合う画素のゲート配線と平坦化絶縁層、保護絶縁層、及び
ゲート絶縁層を介して重ねて保持容量を形成してもよい。
【０１４７】
また、ゲート配線、ソース配線、及び容量配線層は画素密度に応じて複数本設けられるも
のである。また、端子部においては、ゲート配線と同電位の第１の端子電極、ソース配線
と同電位の第２の端子電極、容量配線層と同電位の第３の端子電極などが複数並べられて
配置される。それぞれの端子電極の数は、それぞれ任意な数で設ければ良いものとし、実
施者が適宣決定すれば良い。
【０１４８】
ゲート配線コンタクト部において、ゲート電極層４２１ｂは、低抵抗の金属材料で形成す
ることができる。ゲート電極層４２１ｂは、ゲート配線に達するコンタクトホールを介し
てゲート配線と電気的に接続される。
【０１４９】
ここで、酸化物半導体層に対する脱水化・脱水素化のための熱処理は、酸化物半導体層の
成膜後、酸化物半導体層上に酸化物導電層を積層させた後、ソース電極及びドレイン電極
上にパッシベーション膜を形成した後、のいずれかで行えば良い。
【０１５０】
また、駆動回路部の薄膜トランジスタ４５０のゲート電極層は、酸化物半導体層の上方に
設けられた導電層４１７と電気的に接続させる構造としてもよい。
【０１５１】
また、配線交差部において、図４に示すように寄生容量を低減するため、ゲート配線層４
２１ｃとソース配線層４２２との間には、ゲート絶縁層４０２及び酸化物絶縁層４２６を
積層する構成としている。
【０１５２】
また、アクティブマトリクス型の液晶表示装置を作製する場合には、アクティブマトリク
ス基板と、対向電極が設けられた対向基板との間に液晶層を設け、アクティブマトリクス
基板と対向基板とを固定する。同様に、二つの電極の間に挟まれるようにプラスの電荷を
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有する第１の粒子と、マイナスの電荷を有する第２の粒子とを含むマイクロカプセルを複
数配置すればアクティブマトリクス型の電気泳動表示装置を構成することもできる。なお
、対向基板に設けられた対向電極と電気的に接続する共通電極をアクティブマトリクス基
板上に設け、共通電極と電気的に接続する第４の端子電極を端子部に設ける。この第４の
端子電極は、共通電極を固定電位、例えばＧＮＤ、０Ｖなどに設定するための端子である
。第４の端子電極は、画素電極層４５７ａと同じ材料で形成することができる。
【０１５３】
また、ゲート電極、ソース電極、ドレイン電極、画素電極、またはその他の電極や、その
他の配線層に同じ材料を用いれば共通のスパッタターゲットや共通の製造装置を用いるこ
とができ、その材料コスト及びエッチング時に使用するエッチャント（またはエッチング
ガス）に要するコストを低減することができ、結果として製造コストを削減することがで
きる。
【０１５４】
また、図４の構造において、平坦化絶縁層４５６として感光性の樹脂材料を用いる場合、
レジストマスクを形成する工程を省略することができる。
【０１５５】
また、図５にアクティブマトリクス型発光装置として、第１電極（画素電極）上にＥＬ層
を形成する前の基板の状態を示す断面図を示す。
【０１５６】
図５においては、チャネルエッチ型の薄膜トランジスタが図示されているが、実施の形態
２及び３と同様の構造の薄膜トランジスタを用いることもできる。また、下記に示す画素
部の構成以外は前述した液晶表示装置と同様の構成とすることができる。
【０１５７】
絶縁層４２７を形成した後、カラーフィルタ層４５３を形成する。カラーフィルタ層は、
赤色、緑色、及び青色があり、印刷法、インクジェット法、フォトリソグラフィ技術を用
いたエッチング方法などでそれぞれを順次特定の位置に形成する。カラーフィルタ層４５
３を基板４００側に設けることによって、封止基板の貼り合わせ精度に依存することなく
カラーフィルタ層４５３と発光素子の発光領域との位置合わせを行うことができる。
【０１５８】
次いで、カラーフィルタ層４５３を覆うオーバーコート層４５８を形成する。オーバーコ
ート層４５８には、透光性を有する樹脂を用いる。
【０１５９】
ここでは赤色、緑色、及び青色の３色のカラーフィルタ層を用いてフルカラー表示する例
を示したが、特に限定されず、シアン、マゼンタ、イエロー、またはホワイトのカラーフ
ィルタ層を加えてフルカラー表示を行ってもよい。
【０１６０】
次いで、オーバーコート層４５８及び絶縁層４２７を覆う保護絶縁層４２８を形成する。
保護絶縁層４２８は、無機絶縁膜を用い、窒化珪素膜、窒化アルミニウム膜、窒化酸化珪
素膜、または酸化窒化アルミニウムなどを用いる。
【０１６１】
次いで、フォトリソグラフィ工程及びエッチング工程により保護絶縁層４２８及び絶縁層
４２７に接続電極層４５２に達するコンタクトホールを形成する。また、このフォトリソ
グラフィ工程及びエッチング工程により端子部の保護絶縁層４２８及び絶縁層４２７を選
択的にエッチングして端子電極の一部を露出させる。また、後に形成される発光素子の第
２電極と共通電位線とを接続するため、共通電位線に達するコンタクトホールも形成する
。
【０１６２】
次いで、透光性を有する導電膜を形成し、フォトリソグラフィ工程及びエッチング工程に
より接続電極層４５２と電気的に接続する第１電極４５７ｂを形成する。
【０１６３】
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次いで、第１電極４５７ｂの周縁部を覆うように隔壁４５９を形成する。隔壁４５９は、
ポリイミド、アクリル、ポリアミド、エポキシ等の有機樹脂膜、無機絶縁膜または有機ポ
リシロキサンを用いて形成する。隔壁４５９は、有機絶縁材料、または無機絶縁材料を用
いて形成することができる。隔壁４５９は、側壁が曲率を有する傾斜面となる様な開口部
を第１の電極４５７ｂ上に有する様に形成することが好ましい。この様な開口部は、感光
性の樹脂材料を用いることで容易に形成することができる。
【０１６４】
以上の工程を経て図５に示す基板の状態を得ることができる。更に第１電極４５７ｂ上に
ＥＬ層を形成し、ＥＬ層上に第２電極を形成することで発光素子を形成する。なお、第２
の電極は、共通電位線と電気的に接続する。
【０１６５】
また、図４及び図５に示す駆動回路部の薄膜トランジスタ４５０には、酸化物半導体層の
上方に導電層４１７を設けてもよい。導電層４１７は、画素電極層４５７ａまたは、第１
電極４５７ｂと同じ材料、同じ工程で形成することができる。
【０１６６】
導電層４１７を酸化物半導体層のチャネル形成領域４４３と重なる位置に設けることによ
って、薄膜トランジスタ４５０のしきい値電圧の経時変化量を低減することができる。ま
た、導電層４１７は、ゲート電極層４２１ａと同電位とすることで、第２のゲート電極層
として機能させることもできる。また、導電層４１７にゲート電極層４２１ａと異なる電
位を与えても良い。また、導電層４１７の電位がＧＮＤ、０Ｖ、或いはフローティング状
態であってもよい。
【０１６７】
また、薄膜トランジスタは静電気などにより破壊されやすいため、画素部または駆動回路
部と同一基板上に保護回路を設けることが好ましい。保護回路は、酸化物半導体層を用い
た非線形素子を用いて構成することが好ましい。例えば、保護回路は画素部と、走査線入
力端子及び信号線入力端子との間に配設されている。本実施の形態では複数の保護回路を
配設して、走査線、信号線及び容量バス線に静電気等によりサージ電圧が印加され、画素
トランジスタなどが破壊されないように構成されている。そのため、保護回路にはサージ
電圧が印加されたときに、共通配線に電荷を逃がすように構成する。また、保護回路は、
走査線に対して並列に配置された非線形素子によって構成されている。非線形素子は、ダ
イオードのような二端子素子またはトランジスタのような三端子素子で構成される。例え
ば、画素部の薄膜トランジスタ４６０と同じ工程で形成することも可能であり、例えばゲ
ート端子とドレイン端子を接続することによりダイオードと同様の特性を持たせることが
できる。
【０１６８】
なお、本実施の形態は他の実施の形態と自由に組み合わせることができる。
【０１６９】
（実施の形態５）
実施の形態１、２及び３に示した薄膜トランジスタを用いて表示機能を有する半導体装置
（表示装置ともいう）を作製することができる。また、薄膜トランジスタを有する駆動回
路部及び画素部を同じ基板上に一体形成し、システムオンパネルを形成することができる
。
【０１７０】
表示装置は表示素子を含んで構成される。表示素子としては液晶素子（液晶表示素子とも
いう）、電子インクなど、電気的作用によりコントラストが変化する表示媒体を用いるこ
とができる。
【０１７１】
なお、本明細書中における表示装置とは、画像表示デバイス、表示デバイス、もしくは光
源（照明装置含む）を指す。また、ＦＰＣ（Ｆｌｅｘｉｂｌｅ　ｐｒｉｎｔｅｄ　ｃｉｒ
ｃｕｉｔ）もしくはＴＡＢ（Ｔａｐｅ　Ａｕｔｏｍａｔｅｄ　Ｂｏｎｄｉｎｇ）テープが
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取り付けられたモジュール、ＴＡＢテープの先にプリント配線板が設けられたモジュール
、または表示素子にＣＯＧ（Ｃｈｉｐ　Ｏｎ　Ｇｌａｓｓ）方式によりＩＣ（集積回路）
が直接実装されたモジュールも全て表示装置に含むものとする。
【０１７２】
表示装置の一形態に相当する液晶表示パネルの外観及び断面について、図６を用いて説明
する。図６（Ａ１）、（Ａ２）は、薄膜トランジスタ４０１０、４０１１、及び液晶素子
４０１３を第１の基板４００１と第２の基板４００６との間のシール材４００５によって
封止したパネルの平面図であり、図６（Ｂ）は、図６（Ａ１）、（Ａ２）のＭ－Ｎにおけ
る断面図に相当する。
【０１７３】
第１の基板４００１上に設けられた画素部４００２と、走査線駆動回路４００４とを囲む
ようにして、シール材４００５が設けられている。また画素部４００２と、走査線駆動回
路４００４との上に第２の基板４００６が設けられている。よって画素部４００２と、走
査線駆動回路４００４は、第１の基板４００１とシール材４００５と第２の基板４００６
とによって、液晶層４００８と共に封止されている。また、第１の基板４００１上のシー
ル材４００５によって囲まれている領域とは異なる領域に、単結晶半導体または多結晶半
導体で形成された信号線駆動回路４００３が実装されている。
【０１７４】
なお、信号線駆動回路４００３の接続方法は、特に限定されるものではなく、ＣＯＧ法、
ワイヤボンディング法、或いはＴＡＢ法などを用いることができる。図６（Ａ１）は、Ｃ
ＯＧ法により信号線駆動回路４００３を実装する例であり、図６（Ａ２）は、ＴＡＢ法に
より信号線駆動回路４００３を実装する例である。
【０１７５】
また、第１の基板４００１上に設けられた画素部４００２と走査線駆動回路４００４は、
薄膜トランジスタを複数有しており、図６（Ｂ）では、画素部４００２に含まれる薄膜ト
ランジスタ４０１０と、走査線駆動回路４００４に含まれる薄膜トランジスタ４０１１を
例示している。薄膜トランジスタ４０１０、４０１１上には、絶縁層４０４１、４０２０
、４０２１が設けられている。
【０１７６】
薄膜トランジスタ４０１０、４０１１には、実施の形態１、２及び３で示した酸化物半導
体層を含む信頼性の高い薄膜トランジスタを用いることができる。本実施の形態において
、薄膜トランジスタ４０１０、４０１１は、ｎチャネル型薄膜トランジスタである。
【０１７７】
絶縁層４０２１上において、駆動回路用の薄膜トランジスタ４０１１の酸化物半導体層の
チャネル形成領域と重なる位置には、導電層４０４０が設けられている。導電層４０４０
を酸化物半導体層のチャネル形成領域と重なる位置に設けることによって、薄膜トランジ
スタ４０１１のしきい値電圧の経時変化量を低減することができる。また、導電層４０４
０は、薄膜トランジスタ４０１１のゲート電極と同電位とすることで、第２のゲート電極
層として機能させることもできる。また、導電層４０４０に薄膜トランジスタ４０１１の
ゲート電極と異なる電位を与えても良い。また、導電層４０４０の電位がＧＮＤ、０Ｖ、
或いはフローティング状態であってもよい。
【０１７８】
また、液晶素子４０１３が有する画素電極４０３０は、薄膜トランジスタ４０１０と電気
的に接続されている。そして、液晶素子４０１３の対向電極４０３１は、第２の基板４０
０６上に形成されている。画素電極４０３０と対向電極４０３１と液晶層４００８とが重
なっている部分が、液晶素子４０１３に相当する。なお、画素電極４０３０、対向電極４
０３１には、それぞれ配向膜として機能する絶縁層４０３２、４０３３が設けられている
。
【０１７９】
なお、第１の基板４００１、第２の基板４００６としては、透光性基板を用いることがで
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き、ガラス、セラミックス、またはプラスチックを用いることができる。プラスチックと
しては、ＦＲＰ（Ｆｉｂｅｒｇｌａｓｓ－Ｒｅｉｎｆｏｒｃｅｄ　Ｐｌａｓｔｉｃｓ）板
、ＰＶＦ（ポリビニルフルオライド）フィルム、ポリエステルフィルムまたはアクリル樹
脂フィルムを用いることができる。
【０１８０】
また、４０３５は絶縁層を選択的にエッチングすることで得られる柱状のスペーサであり
、画素電極４０３０と対向電極４０３１との間の距離（セルギャップ）を制御するために
設けられている。なお、球状のスペーサを用いても良い。また、対向電極４０３１は、薄
膜トランジスタ４０１０と同一基板上に設けられる共通電位線と電気的に接続される。共
通接続部を用いて、一対の基板間に配置される導電性粒子を介して対向電極４０３１と共
通電位線とを電気的に接続することができる。なお、導電性粒子はシール材４００５に含
有させる。
【０１８１】
また、配向膜を用いないブルー相を示す液晶を用いてもよい。ブルー相は液晶相の一つで
あり、コレステリック液晶を昇温していくと、コレステリック相から等方相へ転移する直
前に発現する相である。ブルー相は狭い温度範囲でしか発現しないため、温度範囲を改善
するために５重量％以上のカイラル剤を混合させた液晶組成物を用いて液晶層４００８に
用いる。ブルー相を示す液晶とカイラル剤とを含む液晶組成物は、応答速度が１ｍｓｅｃ
以下と短く、光学的等方性であるため配向処理が不要であり、視野角依存性が小さい。
【０１８２】
また、液晶表示装置では、基板の外側（視認側）に偏光板を設け、内側に着色層、表示素
子に用いる電極層という順に設ける例を示すが、偏光板は基板の内側に設けてもよい。ま
た、偏光板と着色層の積層構造も本実施の形態に限定されず、偏光板及び着色層の材料や
作製工程条件によって適宜設定すればよい。
【０１８３】
薄膜トランジスタ４０１１は、チャネル形成領域を含む半導体層に接して絶縁層４０４１
が形成されている。絶縁層４０４１は、実施の形態１で示した絶縁層４２７と同様な材料
及び方法で形成すればよい。また、薄膜トランジスタの表面凹凸を低減するため、平坦化
絶縁層として機能する絶縁層４０２１で覆う構成となっている。ここでは、絶縁層４０４
１として、実施の形態１と同様にスパッタ法により酸化珪素膜を形成する。
【０１８４】
また、絶縁層４０４１上に保護絶縁層４０２０が形成されている。保護絶縁層４０２０は
実施の形態１で示した保護絶縁層４２８と同様な材料及び方法で形成すればよい。ここで
は、保護絶縁層４０２０として、ＰＣＶＤ法により窒化珪素膜を形成する。
【０１８５】
また、平坦化絶縁層として絶縁層４０２１を形成する。絶縁層４０２１としては、アクリ
ル、ポリイミド、ベンゾシクロブテン、ポリアミド、エポキシ等の、耐熱性を有する有機
材料を用いることができる。また上記有機材料の他に、低誘電率材料（ｌｏｗ－ｋ材料）
、シロキサン系樹脂、ＰＳＧ（リンガラス）、ＢＰＳＧ（リンボロンガラス）等を用いる
ことができる。なお、これらの材料で形成される絶縁層を複数積層させることで、絶縁層
４０２１を形成してもよい。
【０１８６】
なお、シロキサン系樹脂とは、シロキサン系材料を出発材料として形成されたＳｉ－Ｏ－
Ｓｉ結合を含む樹脂に相当する。シロキサン系樹脂は置換基としては有機基（例えばアル
キル基やアリール基）やフルオロ基を用いても良い。また、有機基はフルオロ基を有して
いても良い。
【０１８７】
絶縁層４０２１の形成法は、特に限定されず、その材料に応じて、スパッタ法、ＳＯＧ法
、スピンコート、ディップ、スプレー塗布、液滴吐出法（インクジェット法、スクリーン
印刷、オフセット印刷等）、ドクターナイフ、ロールコーター、カーテンコーター、ナイ
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フコーター等を用いることができる。絶縁層４０２１の焼成工程と半導体層のアニールを
兼ねることで効率よく表示装置を作製することが可能となる。
【０１８８】
画素電極４０３０、及び対向電極４０３１は、酸化タングステンを含むインジウム酸化物
、酸化タングステンを含むインジウム亜鉛酸化物、酸化チタンを含むインジウム酸化物、
酸化チタンを含むインジウムスズ酸化物、インジウムスズ酸化物（以下、ＩＴＯと示す。
）、インジウム亜鉛酸化物、酸化ケイ素を添加したインジウムスズ酸化物などの透光性を
有する導電性材料を用いることができる。
【０１８９】
また、画素電極４０３０、対向電極４０３１として、導電性高分子（導電性ポリマーとも
いう）を含む導電性組成物を用いて形成することができる。導電性組成物を用いて形成し
た画素電極は、シート抵抗が１００００Ω／□以下、波長５５０ｎｍにおける光の透過率
が７０％以上であることが好ましい。また、導電性組成物に含まれる導電性高分子の抵抗
率が０．１Ω・ｃｍ以下であることが好ましい。
【０１９０】
導電性高分子としては、いわゆるπ電子共役系導電性高分子を用いることができる。例え
ば、ポリアニリンまたはその誘導体、ポリピロールまたはその誘導体、ポリチオフェンま
たはその誘導体、若しくはこれらの２種以上の共重合体などがあげられる。
【０１９１】
また、別途形成された信号線駆動回路４００３と、走査線駆動回路４００４及び画素部４
００２に与えられる各種信号及び電位は、ＦＰＣ４０１８を介して供給されている。
【０１９２】
接続端子電極４０１５は、液晶素子４０１３が有する画素電極４０３０と同じ導電膜で形
成され、端子電極４０１６は、薄膜トランジスタ４０１０、４０１１のソース電極層及び
ドレイン電極層と同じ導電膜で形成されている。
【０１９３】
接続端子電極４０１５は、ＦＰＣ４０１８が有する端子と異方性導電膜４０１９を介して
電気的に接続されている。
【０１９４】
また、図６においては、信号線駆動回路４００３を別途形成し、第１の基板４００１に実
装している例を示しているがこの構成に限定されない。走査線駆動回路を別途形成して実
装しても良いし、信号線駆動回路の一部または走査線駆動回路の一部のみを別途形成して
実装しても良い。
【０１９５】
なお、本実施の形態は他の実施の形態と自由に組み合わせることができる。
【０１９６】
（実施の形態６）
本実施の形態では、発光表示パネル（発光パネルともいう）の外観及び断面について、図
７を用いて説明する。図７（Ａ）は、第１の基板上に形成された薄膜トランジスタ及び発
光素子を、第２の基板との間にシール材によって封止した、パネルの平面図であり、図７
（Ｂ）は、図７（Ａ）のＨ－Ｉにおける断面図に相当する。
【０１９７】
第１の基板４５０１上に設けられた画素部４５０２、信号線駆動回路４５０３ａ、４５０
３ｂ、及び走査線駆動回路４５０４ａ、４５０４ｂを囲むようにして、シール材４５０５
が設けられている。また画素部４５０２、信号線駆動回路４５０３ａ、４５０３ｂ、及び
走査線駆動回路４５０４ａ、４５０４ｂの上に第２の基板４５０６が設けられている。
【０１９８】
従って、画素部４５０２、信号線駆動回路４５０３ａ、４５０３ｂ、及び走査線駆動回路
４５０４ａ、４５０４ｂは、第１の基板４５０１と、シール材４５０５と、第２の基板４
５０６によって、充填材４５０７と共に密封されている。この様に外気に曝されないよう
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に気密性が高く、脱ガスの少ない保護フィルム（貼り合わせフィルム、紫外線硬化樹脂フ
ィルム等）やカバー材でパッケージング（封入）することが好ましい。
【０１９９】
また、第１の基板４５０１上に設けられた画素部４５０２、信号線駆動回路４５０３ａ、
４５０３ｂ、及び走査線駆動回路４５０４ａ、４５０４ｂは、薄膜トランジスタを複数有
しており、図７（Ｂ）では、画素部４５０２に含まれる薄膜トランジスタ４５１０と、信
号線駆動回路４５０３ａに含まれる薄膜トランジスタ４５０９とを例示している。
【０２００】
薄膜トランジスタ４５０９、４５１０には、実施の形態１、２及び３で示した酸化物半導
体層を含む信頼性の高い薄膜トランジスタを用いることができる。本実施の形態において
、薄膜トランジスタ４５０９、４５１０は、ｎチャネル型薄膜トランジスタである。
【０２０１】
絶縁層４５４４上において、駆動回路用の薄膜トランジスタ４５０９の酸化物半導体層の
チャネル形成領域と重なる位置に導電層４５４０が設けられている。導電層４５４０を酸
化物半導体層のチャネル形成領域と重なる位置に設けることによって、ＢＴ試験前後にお
ける薄膜トランジスタ４５０９のしきい値電圧の経時変化量を低減することができる。ま
た、導電層４５４０は、薄膜トランジスタ４５０９のゲート電極層と同電位とすることで
、第２のゲート電極層として機能させることもできる。また、導電層４５４０に薄膜トラ
ンジスタ４５０９のゲート電極層と異なる電位を与えても良い。また、導電層４５４０の
電位がＧＮＤ、０Ｖ、或いはフローティング状態であってもよい。
【０２０２】
薄膜トランジスタ４５０９の酸化物半導体層周辺部には、酸化物半導体層の周縁部（側面
を含む）を覆う酸化物絶縁層４５４２が形成されている。
【０２０３】
また、薄膜トランジスタ４５１０は、接続電極層４５４８を介して第１電極４５１７と電
気的に接続されている。また、薄膜トランジスタ４５１０の酸化物半導体層の周縁部（側
面を含む）を覆う酸化物絶縁層４５４２が形成されている。
【０２０４】
酸化物絶縁層４５４２は、実施の形態１で示した酸化物絶縁層４２６と同様な材料及び方
法で形成すればよい。また、酸化物絶縁層４５４２を覆う絶縁層４５４４が形成されてい
る。絶縁層４５４４は、実施の形態１で示した保護絶縁層４２８と同様な材料及び方法で
形成すればよい。
【０２０５】
発光素子４５１１の発光領域と重なるようにカラーフィルタ層４５４５が、薄膜トランジ
スタ４５１０上に形成される。
【０２０６】
また、カラーフィルタ層４５４５の表面凹凸を低減するため平坦化絶縁膜として機能する
オーバーコート層４５４３で覆う構成となっている。
【０２０７】
また、オーバーコート層４５４３上に絶縁層４５４６が形成されている。絶縁層４５４６
は、実施の形態１で示した保護絶縁層４２８と同様な材料及び方法で形成すればよい。
【０２０８】
また、発光素子４５１１が有する画素電極である第１電極４５１７は、薄膜トランジスタ
４５１０のソース電極層またはドレイン電極層と電気的に接続されている。なお、発光素
子４５１１の構成は、第１電極４５１７、電界発光層４５１２、第２電極４５１３の積層
構造であるが、示した構成に限定されない。発光素子４５１１から取り出す光の方向など
に合わせて、発光素子４５１１の構成は適宜変えることができる。
【０２０９】
隔壁４５２０は、有機樹脂膜、無機絶縁膜または有機ポリシロキサンを用いて形成する。
隔壁４５２０は、側壁が曲率を有する傾斜面となる様な開口部を第１の電極４５１７上に
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有する様に形成することが好ましい。この様な開口部は、感光性の樹脂材料を用いること
で容易に形成することができる。
【０２１０】
電界発光層４５１２は、単層に限らず、複数の層の積層で構成されていても良い。
【０２１１】
発光素子４５１１に酸素、水素、水分、二酸化炭素等が侵入しないように、第２の電極４
５１３及び隔壁４５２０上に保護膜を形成してもよい。保護膜としては、窒化珪素膜、窒
化酸化珪素膜、ＤＬＣ膜等を形成することができる。
【０２１２】
また、信号線駆動回路４５０３ａ、４５０３ｂ、走査線駆動回路４５０４ａ、４５０４ｂ
、または画素部４５０２に与えられる各種信号及び電位は、ＦＰＣ４５１８ａ、４５１８
ｂを介して供給されている。
【０２１３】
接続端子電極４５１５は、発光素子４５１１が有する第１電極４５１７と同じ導電膜で形
成され、端子電極４５１６は、薄膜トランジスタ４５０９のソース電極層及びドレイン電
極層と同じ導電膜から形成されている。
【０２１４】
接続端子電極４５１５は、ＦＰＣ４５１８ａが有する端子と、異方性導電膜４５１９を介
して電気的に接続されている。
【０２１５】
発光素子４５１１からの光の取り出し方向に位置する基板であるので、第２の基板は透光
性でなければならない。その場合には、ガラス板、プラスチック板、ポリエステルフィル
ムまたはアクリルフィルムのような透光性を有する材料を用いる。
【０２１６】
また、充填材４５０７としては窒素やアルゴンなどの不活性な気体の他に、紫外線硬化樹
脂または熱硬化樹脂を用いることができ、ＰＶＣ（ポリビニルクロライド）、アクリル、
ポリイミド、エポキシ樹脂、シリコーン樹脂、ＰＶＢ（ポリビニルブチラル）またはＥＶ
Ａ（エチレンビニルアセテート）を用いることができる。
【０２１７】
また、必要であれば、発光素子の射出面に偏光板、または円偏光板（楕円偏光板を含む）
、位相差板（λ／４板、λ／２板）、カラーフィルタなどの光学フィルムを適宜設けても
よい。また、偏光板または円偏光板に反射防止膜を設けてもよい。例えば、表面の凹凸に
より反射光を拡散し、映り込みを低減できるアンチグレア処理を施すことができる。
【０２１８】
信号線駆動回路４５０３ａ、４５０３ｂ、及び走査線駆動回路４５０４ａ、４５０４ｂは
、単結晶半導体または多結晶半導体によって形成された駆動回路が実装されていてもよい
。また、信号線駆動回路のみ、或いはその一部、または走査線駆動回路のみ、或いはその
一部のみを別途形成して実装しても良く、図７の構成に限定されない。
【０２１９】
以上の工程により、信頼性の高い発光表示装置（表示パネル）を作製することができる。
【０２２０】
なお、本実施の形態は他の実施の形態と自由に組み合わせることができる。
【０２２１】
（実施の形態７）
本明細書に開示する表示装置は、さまざまな電子機器（遊技機も含む）に用いることがで
きる。電子機器としては、例えば、テレビジョン装置（テレビ、またはテレビジョン受信
機ともいう）、コンピュータ用などのモニタ、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ等
のカメラ、デジタルフォトフレーム、携帯電話機（携帯電話、携帯電話装置ともいう）、
携帯型ゲーム機、携帯情報端末、音響再生装置、パチンコ機などの大型ゲーム機などが挙
げられる。
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【０２２２】
図８（Ａ）は、携帯電話機の一例を示している。携帯電話機１１００は、筐体１１０１に
組み込まれた表示部１１０２の他、操作ボタン１１０３、外部接続ポート１１０４、スピ
ーカ１１０５、マイク１１０６などを備えている。
【０２２３】
また、携帯電話機１１００は、表示部１１０２を指などで触れることで、情報を入力する
ことができる。また、通話やメールの送受信などの操作は、表示部１１０２を指などで触
れることにより行うことができる。
【０２２４】
表示部１１０２の画面は主として３つのモードがある。第１は、画像の表示を主とする表
示モードであり、第２は、文字等の情報の入力を主とする入力モードである。第３は表示
モードと入力モードの２つのモードが混合した表示＋入力モードである。
【０２２５】
例えば、通話やメールを作成する場合は、表示部１１０２を文字の入力を主とする文字入
力モードとし、画面に表示させた文字の入力操作を行えばよい。この場合、表示部１１０
２の画面のほとんどにキーボードまたは番号ボタンを表示させることが好ましい。
【０２２６】
また、携帯電話機１１００内部に、ジャイロ、加速度センサ等の傾きを検出するセンサを
有する検出装置を設けることで、携帯電話機１１００の向き（縦か横か）を判断して、表
示部１１０２の画面表示を自動的に切り替えるようにすることができる。
【０２２７】
また、画面モードの切り替えは、表示部１１０２を触れること、または筐体１１０１の操
作ボタン１１０３の操作により行われる。また、表示部１１０２に表示される画像の種類
によって切り替えるようにすることもできる。例えば、表示部に表示する画像信号が動画
のデータであれば表示モード、テキストデータであれば入力モードに切り替える。
【０２２８】
また、入力モードにおいて、表示部１１０２の光センサで検出される信号を検知して表示
部１１０２のタッチ操作による入力が一定期間ない場合には、画面のモードを入力モード
から表示モードに切り替えるように制御してもよい。
【０２２９】
表示部１１０２は、イメージセンサとして機能させることもできる。例えば、表示部１１
０２に掌や指を触れることで、掌紋、指紋等を撮像することで、本人認証を行うことがで
きる。また、表示部に近赤外光を発光するバックライトまたは近赤外光を発光するセンシ
ング用光源を用いれば、指静脈、掌静脈などを撮像することもできる。
【０２３０】
図８（Ｂ）も携帯電話機の一例である。図８（Ｂ）を一例とした携帯型情報端末は、複数
の機能を備えることができる。例えば、電話機能に加えて、コンピュータを内蔵し、様々
なデータ処理機能を備えることもできる。
【０２３１】
図８（Ｂ）に示す携帯型情報端末は、筐体１８００及び筐体１８０１の二つの筐体で構成
されている。筐体１８００は、表示パネル１８０２、スピーカ１８０３、マイクロフォン
１８０４、ポインティングデバイス１８０６、カメラ１８０７、外部接続端子１８０８な
どを備え、筐体１８０１は、キーボード１８１０、外部メモリスロット１８１１などを備
えている。また、アンテナは筐体１８０１内部に内蔵されている。
【０２３２】
また、表示パネル１８０２はタッチパネルを備えており、図８（Ｂ）には映像表示されて
いる複数の操作キー１８０５を点線で示している。
【０２３３】
また、上記構成に加えて、非接触ＩＣチップ、小型記録装置などを内蔵していてもよい。
【０２３４】
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表示装置は、表示パネル１８０２として用いられ、使用形態に応じて表示の方向が適宜変
化する。また、表示パネル１８０２と同一面上にカメラ１８０７を備えているため、テレ
ビ電話が可能である。スピーカ１８０３及びマイクロフォン１８０４は音声通話に限らず
、テレビ電話、録音、再生などにも使用できる。さらに、筐体１８００と筐体１８０１は
、スライドし、図８（Ｂ）のように展開している状態から重なり合った状態とすることが
でき、携帯に適した小型化が可能である。
【０２３５】
外部接続端子１８０８は、充電ケーブルやＵＳＢケーブルなどの各種ケーブルと接続可能
であり、充電及びパーソナルコンピュータなどとのデータ通信が可能である。また、外部
メモリスロット１８１１に大容量の記録媒体を挿入し、より大量のデータの取り扱いにも
対応できる。
【０２３６】
また、上記機能に加えて、赤外線通信機能、テレビ受信機能などを備えたものであっても
よい。
【０２３７】
図９（Ａ）は、テレビジョン装置の一例を示している。テレビジョン装置９６００は、筐
体９６０１に表示部９６０３が組み込まれている。表示部９６０３により、映像を表示す
ることが可能である。また、ここでは、スタンド９６０５により筐体９６０１を支持した
構成を示している。
【０２３８】
テレビジョン装置９６００の操作は、筐体９６０１が備える操作スイッチや、別体のリモ
コン操作機９６１０により行うことができる。リモコン操作機９６１０が備える操作キー
９６０９により、チャンネルの切り替えや音量の操作を行うことができ、表示部９６０３
に表示される映像を操作することができる。また、リモコン操作機９６１０に、当該リモ
コン操作機９６１０から出力する情報を表示する表示部９６０７を設ける構成としてもよ
い。
【０２３９】
なお、テレビジョン装置９６００は、受信機やモデムなどを備えた構成とする。受信機に
より一般のテレビ放送の受信を行うことができ、さらにモデムを介して有線または無線に
よる通信ネットワークに接続することにより、一方向（送信者から受信者）または双方向
（送信者と受信者間、あるいは受信者間同士など）の情報通信を行うことも可能である。
【０２４０】
図９（Ｂ）は、デジタルフォトフレームの一例を示している。例えば、デジタルフォトフ
レーム９７００には、筐体９７０１に表示部９７０３が組み込まれている。表示部９７０
３は、各種画像を表示することが可能であり、例えばデジタルカメラなどで撮影した画像
データを表示させることで、通常の写真立てと同様に機能させることができる。
【０２４１】
なお、デジタルフォトフレーム９７００は、操作部、外部接続用端子（ＵＳＢ端子等）、
外部メモリスロットなどを備える構成とする。これらの構成は、表示部と同一面に組み込
まれていてもよいが、側面や裏面に備えるとデザイン性が向上するため好ましい。例えば
、デジタルフォトフレームの外部メモリスロットに、デジタルカメラで撮影した画像デー
タを記憶したメモリを挿入して画像データを取り込み、取り込んだ画像データを表示部９
７０３に表示させることができる。
【０２４２】
また、デジタルフォトフレーム９７００は、無線で情報を送受信できる構成としてもよい
。無線により、所望の画像データを取り込み、表示させる構成とすることもできる。
【０２４３】
図１０は携帯型遊技機であり、筐体９８８１と筐体９８９１の２つの筐体で構成されてお
り、連結部９８９３により、開閉可能に連結されている。筐体９８８１には表示部９８８
２が組み込まれ、筐体９８９１には表示部９８８３が組み込まれている。
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【０２４４】
また、図１０に示す携帯型遊技機は、その他、スピーカ部９８８４、記録媒体挿入部９８
８６、ＬＥＤランプ９８９０、入力手段（操作キー９８８５、接続端子９８８７、センサ
９８８８（力、変位、位置、速度、加速度、角速度、回転数、距離、光、液、磁気、温度
、化学物質、音声、時間、硬度、電場、電流、電圧、電力、放射線、流量、湿度、傾度、
振動、においまたは赤外線を測定する機能を含むもの）、マイクロフォン９８８９等を備
えている。もちろん、携帯型遊技機の構成は上述のものに限定されず、少なくとも本明細
書に開示する薄膜トランジスタを備えた構成であればよく、その他付属設備が適宜設けら
れた構成とすることができる。図１０に示す携帯型遊技機は、記録媒体に記録されている
プログラムまたはデータを読み出して表示部に表示する機能や、他の携帯型遊技機と無線
通信を行って情報を共有する機能を有する。なお、図１０に示す携帯型遊技機が有する機
能はこれに限定されず、様々な機能を有することができる。
【０２４５】
以上の様に、他の実施の形態で示した表示装置は、上記の様な様々な電子機器の表示パネ
ルに配置することができる。
【０２４６】
なお、本実施の形態は他の実施の形態と自由に組み合わせることができる。
【符号の説明】
【０２４７】
４００　　基板
４０２　　ゲート絶縁層
４０４　　酸化物半導体層
４１７　　導電層
４２２　　ソース配線層
４２６　　酸化物絶縁層
４２７　　絶縁層
４２８　　保護絶縁層
４３０　　容量配線層
４３１　　容量電極層
４４０　　薄膜トランジスタ
４４２　　接続電極層
４４３　　チャネル形成領域
４４９　　接続電極層
４５０　　薄膜トランジスタ
４５２　　接続電極層
４５３　　カラーフィルタ層
４５６　　平坦化絶縁層
４５８　　オーバーコート層
４５９　　隔壁
４６０　　薄膜トランジスタ
４７０　　薄膜トランジスタ
４８０　　薄膜トランジスタ
４２１ａ　　ゲート電極層
４２１ｂ　　ゲート電極層
４２１ｃ　　ゲート配線層
４２４ａ　　高抵抗ソース領域
４２４ｂ　　高抵抗ドレイン領域
４２４ｃ　　領域
４２４ｄ　　領域
４２４ｅ　　領域
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４２４ｆ　　領域
４２５ａ　　ソース電極層
４２５ｂ　　ドレイン電極層
４２６ａ　　酸化物絶縁層
４２６ｂ　　酸化物絶縁層
４４４ｃ　　領域
４４４ｄ　　領域
４４５ａ　　ソース電極層
４４５ｂ　　ドレイン電極層
４４６ａ　　酸化物導電層
４４６ｂ　　酸化物導電層
４５１ａ　　ゲート電極層
４５１ｂ　　ゲート電極層
４５５ａ　　ソース電極層
４５５ｂ　　ドレイン電極層
４５７ａ　　画素電極層
４５７ｂ　　電極
１１００　　携帯電話機
１１０１　　筐体
１１０２　　表示部
１１０３　　操作ボタン
１１０４　　外部接続ポート
１１０５　　スピーカ
１１０６　　マイク
１８００　　筐体
１８０１　　筐体
１８０２　　表示パネル
１８０３　　スピーカ
１８０４　　マイクロフォン
１８０５　　操作キー
１８０６　　ポインティングデバイス
１８０７　　カメラ
１８０８　　外部接続端子
１８１０　　キーボード
１８１１　　外部メモリスロット
４００１　　基板
４００２　　画素部
４００３　　信号線駆動回路
４００４　　走査線駆動回路
４００５　　シール材
４００６　　基板
４００８　　液晶層
４０１０　　薄膜トランジスタ
４０１１　　薄膜トランジスタ
４０１３　　液晶素子
４０１５　　接続端子電極
４０１６　　端子電極
４０１８　　ＦＰＣ
４０１９　　異方性導電膜
４０２０　　保護絶縁層
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４０２１　　絶縁層
４０３０　　画素電極
４０３１　　対向電極
４０３２　　絶縁層
４０４０　　導電層
４０４１　　絶縁層
４５０１　　基板
４５０２　　画素部
４５０５　　シール材
４５０６　　基板
４５０７　　充填材
４５０９　　薄膜トランジスタ
４５１０　　薄膜トランジスタ
４５１１　　発光素子
４５１２　　電界発光層
４５１３　　電極
４５１５　　接続端子電極
４５１６　　端子電極
４５１７　　電極
４５１９　　異方性導電膜
４５２０　　隔壁
４５４０　　導電層
４５４２　　酸化物絶縁層
４５４３　　オーバーコート層
４５４４　　絶縁層
４５４５　　カラーフィルタ層
４５４６　　絶縁層
４５４８　　接続電極層
４５０３ａ　　信号線駆動回路
４５０３ｂ　　信号線駆動回路
４５０４ａ　　走査線駆動回路
４５０４ｂ　　走査線駆動回路
４５１８ａ　　ＦＰＣ
９６００　　テレビジョン装置
９６０１　　筐体
９６０３　　表示部
９６０５　　スタンド
９６０７　　表示部
９６０９　　操作キー
９６１０　　リモコン操作機
９７００　　デジタルフォトフレーム
９７０１　　筐体
９７０３　　表示部
９８８１　　筐体
９８８２　　表示部
９８８３　　表示部
９８８４　　スピーカ部
９８８５　　操作キー
９８８６　　記録媒体挿入部
９８８７　　接続端子
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９８８８　　センサ
９８８９　　マイクロフォン
９８９０　　ＬＥＤランプ
９８９１　　筐体
９８９３　　連結部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【手続補正書】
【提出日】令和1年8月5日(2019.8.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　トランジスタと、保持容量と、前記トランジスタと電気的に接続される発光素子と、を
画素部に有し、
　前記トランジスタは、
　　ゲート電極層と、
　　前記ゲート電極層上の第１の絶縁層と、
　　前記第１の絶縁層上に位置し、ＩｎとＧａとＺｎとを有する酸化物半導体層と、
　　前記酸化物半導体層上に位置し、前記酸化物半導体層周縁の上面及び側面に接する第
２の絶縁層と、
　　前記第２の絶縁層上に位置し、前記酸化物半導体層と電気的に接続され、且つ前記酸
化物半導体層と接するソース電極層及びドレイン電極層と、を有し、
　前記トランジスタのチャネルと重なり、且つ前記酸化物半導体層の上面に接する第３の
絶縁層を有し、
　前記第２の絶縁層と前記第３の絶縁層とは別の層であり、
　前記発光素子は、第１電極と、前記第１電極上のＥＬ層と、前記ＥＬ層上の第２電極と
を有し、
　前記第２の絶縁層は、前記保持容量と重なる領域を有する表示装置。
【請求項２】
　トランジスタと、保持容量と、前記トランジスタと電気的に接続される発光素子と、を
画素部に有し、
　前記トランジスタは、
　　ゲート電極層と、
　　前記ゲート電極層上の第１の絶縁層と、
　　前記第１の絶縁層上に位置し、ＩｎとＧａとＺｎとを有する酸化物半導体層と、
　　前記酸化物半導体層上に位置し、前記酸化物半導体層周縁の上面及び側面に接する第
２の絶縁層と、
　　前記第２の絶縁層上に位置し、前記酸化物半導体層と電気的に接続され、且つ前記酸
化物半導体層と接するソース電極層及びドレイン電極層と、を有し、
　前記トランジスタのチャネルと重なり、且つ前記酸化物半導体層の上面に接する第３の
絶縁層を有し、
　前記第２の絶縁層と前記第３の絶縁層とは別の層であり、
　前記発光素子は、第１電極と、前記第１電極上のＥＬ層と、前記ＥＬ層上の第２電極と
を有し、
　前記第２の絶縁層は、前記保持容量と重なる領域を有し、
　前記保持容量は、一方の電極として、前記ゲート電極層と同一面上に設けられ、且つ前
記ゲート電極層と同一材料を有する導電層を有する表示装置。



(35) JP 2020-3798 A 2020.1.9

10

20

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   Ｈ０１Ｌ  27/32     (2006.01)           Ｈ０１Ｌ   21/28     ３０１Ｂ        　　　　　
   Ｈ０１Ｌ  51/50     (2006.01)           Ｈ０１Ｌ   29/50     　　　Ｍ        　　　　　
   　　　　                                Ｈ０１Ｌ   27/32     　　　　        　　　　　
   　　　　                                Ｈ０５Ｂ   33/14     　　　Ａ        　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｆ    9/30     ３６５　        　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｆ    9/30     ３３８　        　　　　　

Ｆターム(参考) 3K107 AA01  BB01  BB02  CC21  EE04 
　　　　 　　  4M104 AA03  AA08  AA09  BB36  CC01  CC05  DD07  DD15  DD16  DD18 
　　　　 　　        DD37  DD63  DD71  EE06  EE14  EE16  FF13  GG08  GG09  GG14 
　　　　 　　        HH15 
　　　　 　　  5C094 AA21  BA03  BA27  BA43  BA75  CA19  DA13  DA15  DB04  FA02 
　　　　 　　        FB02  HA07  HA08 
　　　　 　　  5F110 AA01  AA03  AA05  AA06  BB02  CC03  CC07  DD01  DD02  DD03 
　　　　 　　        DD04  DD07  DD13  DD14  DD15  DD17  EE02  EE03  EE04  EE06 
　　　　 　　        EE07  EE14  FF02  FF03  FF04  FF09  FF28  FF30  GG01  GG13 
　　　　 　　        GG15  GG25  GG35  GG43  GG57  GG58  HJ30  HK02  HK03  HK04 
　　　　 　　        HK06  HK07  HK14  HK21  HK22  HK33  HL01  HL07  HL09  NN03 
　　　　 　　        NN04  NN12  NN22  NN23  NN24  NN25  NN26  NN27  NN28  NN33 
　　　　 　　        NN34  NN36  NN40  NN72  NN73  QQ02  QQ03  QQ08  QQ09 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	written-amendment
	overflow

